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日程第１        一般質問 

             質問順序  １．６番 佐原 佳美 

                   ２．３番 土屋 和幸 

                   ３．10番 竹内 祐子 
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午前10時00分 開議 

○議長（二橋益良） ただいまの出席議員は17名で

あります。定足数に達しておりますので、本日の会

議を開きます。 

 本日は傍聴席へ報道機関が入っております。なお、

撮影を許可した者には許可証を交付しておりますの

で御報告いたします。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりでござ

います。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 日程第１ 一般質問を行いま

す。 

 11日に引き続き一般質問を行います。本日の質問

順序は、受付順により、１番、佐原佳美さん、２番、

土屋和幸君、３番、竹内祐子さん、４番、吉田建二

君と決定いたします。 

 なお、６番 佐原佳美さんより質問中にパネルを

用いる旨の申し出がありましたので、これを許可し

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 初めに、６番 佐原佳美さんの発言を許します。

それでは６番 佐原佳美さん。 

  〔６番 佐原佳美登壇〕 

○６番（佐原佳美） ６番 佐原佳美でございます。

改めまして、おはようございます。よろしくお願い

いたします。 

 私は１題、防災・減災対策の強化についてお伺い

いたします。 

 通告に従いさせていただきますが、初めに、北海

道地震、台風21号など、この夏各地で発生した熱中

症を含む自然災害で犠牲となられた方々の御冥福を

祈り、被災された皆様にお見舞いを申し上げます。

一日も早い復旧・復興を、いまだ避難生活者のいる

東日本と熊本県などとともに祈っております。 

 質問しようとする背景や経緯です。私は、ことし

の６月議会一般質問で「女性の視点を生かした命を

守る防災対策の推進について」と題して、わかりや

すい防災ガイドブックや防災アプリの作成、小・中

学生への防災教育などを提案し、女性の視点を生か

したわかりやすい防災ガイドブックの作成のみ実現

に向けた答弁をいただきました。 

 しかし、その４日後の６月18日に震度６の大阪府

北部地震が発生し、小学４年生の女子児童と交通指

導員の男性が倒壊したブロック塀の下敷きに、また、

たんすや本箱の下敷きになった方々と合わせて４人

のとうとい命が奪われました。 

 やはり、児童生徒への防災教育や正しい事前対策

の学びが大切だと思いました。 

 そして、７月５日から降り続いた西日本豪雨、９

月４日の台風21号、９月６日の北海道地震と災害が

続き、多くの犠牲者や被災者を生み、不自由な生活

を強いられていらっしゃる方が大勢みえます。 

 地震のみならず、いついかなる災害に見舞われる

かわからない、自然災害列島に住む私たちは、被災

された皆様の経験を無駄にすることなく学び、災害

に備えなければいけないと痛感しています。 

 そして、ことしも上ノ原自治会に依頼され、７月

22日、上ノ原防災セミナーに講師として、湖西市災

害ボランティアの皆様と参加しました。そこには89

名の参加をいただき、アンケートをさせていただき

ました。回収率75％、67人の方が答えてくださいま

した。前日の災害の直後であり、参加された皆様の

関心が高く、例年にない多くの感想34人、要望10人

のお言葉をいただきました。 

 きょうはいただいた要望も含め、防災の月、９月

定例会の一般質問をさせていただきます。 

 質問の目的は、自助・共助による防災・減災対策

を推進すべく、市民に情報提供し、命を守るまちづ

くりを強化してほしいためです。 

 では、質問事項に入ります。 

 １番。2014年、平成26年に静岡県第４次地震被害

想定をもとに湖西市が作成して全戸配布したハザー

ドマップ、被害予想地図を最新版に更新し、市のウ

エブ上と全戸配布で、再度、市民に住んでいる地域

や職場など関係する地域の自然災害・被害予測を周

知し、市民に認識していただき、防災・減災対策を

啓発する推進の一つのツールとして活用していく予

定はいかがでしょうか。お願いいたします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。危機管理

監。登壇してお願いします。 

  〔危機管理監 青島一郎登壇〕 



１１３ 

○危機管理監（青島一郎） 佐原議員にお答えをい

たします。 

 御指摘の湖西市ハザードマップは、第４次地震被

害想定におけるレベル２の津波の浸水深、それから

土砂災害の危険箇所並びに土砂災害警戒区域等を対

象ハザードとして作成をしております。平成26年に

作成、全戸配布後、土砂災害警戒区域の指定が新た

にあったため、一部、最新の情報ではなくなってお

りますが、ウエブサイト上では土砂災害ハザードマ

ップを最新の情報に更新して公表しております。 

 また、県から新たに警戒区域として指定されると

きには、区域にお住まいの方と地権者への説明会を

開催いたします。指定後は、居住者に対し指定箇所

ごとの土砂災害ハザードマップを作成、配布して、

当事者の方々へ新たな情報として周知・啓発をして

います。 

 ほぼ毎年、新たな土砂災害警戒区域の指定があり

ますことから、その都度ハザードマップを印刷し直

すことは予算面でも難しいということもございまし

て、今のところ直接当事者でない方へは広報こさい

等とウエブサイトにて公表し、周知をさせていただ

いています。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん、いかがですか。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。 

 さきにいろいろ私も情報収集させていただく中で

はそのようなことも伺いました。ただ、年数だけを

見て、私もウエブ上が更新されてないじゃないかと、

どうしても自分の地域を見てしまうもんですから、

知波田・新所・入出というものを私は地域で配られ

ておりますので、そういうところでの年数だけで見

ておりましたので、当事者のところには新しいもの

が行っているということとか、ウエブ上もそこの該

当する地域を見れば、更新した年で載っているとい

うことを承知いたしました。ありがとうございまし

た。 

 それはそうではありますが、もう一つちょっと提

案といたしまして、ハザードマップの再配布は、上

ノ原自治会での防災セミナーのアンケートに要望さ

れていたことであり、また９月１日の新所自治会防

災訓練の際にも要望されました。平成26年の配布時

以降、当市に転入してきた方、新たに所帯を持たれ

た方がいると思います。そのような世帯にはどのよ

うに対応されているのかということと、また、広島

県福山市ではハザードマップで指定していなかった

農業用ため池が決壊し、死者が出ています。既存の

マップを再点検する必要があり、当市のハザードマ

ップにも何々池という表示は、ここにこの池がある

なというのは私も知っていて、防災対策をした全員

協議会等で報告のあった池などは知っているので、

見ると、虫眼鏡で見れば見えるように載ってはいる

んですけれども、ここに池があるよとわかるもので

もなく、またその池が耐震工事が済んでいるのかい

ないのかというようなものとともに注意する必要が

あるということを表示したらいかがかなという思い

もあります。 

 ちょうど昨日の一般紙、新聞に、農林水産省が西

日本豪雨で決壊が相次いだため池の緊急点検を実施

して、８月末にまとまったということで、静岡県内

６カ所で応急措置が必要と判断されたため池の名前

が公表されていました。湖西市はなくてほっとしま

したが、きっと大規模な農業用の池なのかなと思っ

て、ほかの地域でありましたけれども、ため池の耐

震化とともにハザードマップにここに池があるよと

いう明記をお願いしたいと思います。更新してとい

う中にはそういうもの、それからまたＡＥＤについ

ても、市が設置したものだけがここに載っていて、

ほかにもありますよということもきちっとこのハザ

ードマップ、平成26年に配布されたものにも書いて

あります。我が新所自治会の集会所にも置いてあり

ます。もう６年ぐらい前から。そういうものは市が

把握してないから載ってないわけであって、自分の

地域は自分で調べなさいという意味はわかるし、山

や川は毎年変わるものではないから、それを毎年地

図を配れというのはナンセンスだというお言葉も聞

こえてきましたが、やはり少しでも転入者あるいは

ずっと住んでいても、これはあるのは当たり前で、

ここが危険だとは思わなんだというのが今回の新聞

報道で見るいろいろな現地で被災された人の言葉で

す。その辺はいかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 
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○危機管理監（青島一郎） まず、転入者とか新た

に居住された方についてでございますが、これにつ

きましては実は26年発行した当初は転入者の方にお

配りをさせていただいてました。こちらの都合では

あるんですけれども、在庫のほうがなくなってから、

実は配布ができていないのが現状でございます。た

だ、先ほど来答弁させていただいたように、ウエブ

サイト上ではＰＤＦの形で載せさせていただいてお

りまして、ただ転入の方にそういった、そこに載っ

てるよというそういった情報を、転入のたびにして

いるという現状ではございませんので、その辺を少

し考えていかないといけないかなとは思っておりま

す。 

 あとは例えば毎年６月は土砂災害の防止月間にな

っております。そのときには土木サイドのほうから

我々危機管理課と共同で、広報こさいのほうへ啓発

を毎年させていただいております。今日本の各地で

こういった大きな災害が起きて、我々もさらに頑張

らないといけないなという気持ちを新たにするとと

もに、市民の皆さんもこういった関心が非常に高ま

っている、そういう時期でございますので、こちら

から啓発するというのも当然なんでございますが、

できればそういった関心を持っていただいた皆さん

から、いろんな我々のほうへもお問い合わせなりい

ただけば、本当に丁寧に御説明をしてまいりたいな

というふうに思っております。 

 それから、ため池のお話が出ましたけれども、た

め池につきましては現在は梅田にあります新池、こ

ちらのハザードマップはできております。ただ、今

所管しております産業振興課、それから危機管理課

のほうでそれは把握をしているものですが、あとは

今年度、それ以外のため池のハザードマップを作成

するという今計画になってまして、今年度中にはそ

れ以外に５カ所、市内の５カ所のため池についてハ

ザードマップが作成されます。でき上がりました折

に、ため池のハザードマップとしてでき上がります

ので、例えば私どもの湖西市のハザードマップ、そ

れから土砂災害のハザードマップ、それと並べて、

ため池のハザードマップも、別々のものにとりあえ

ずなるんですけれども、載せていって、最新の情報

を提供していきたいなというふうに思っておりまし

て、将来になりますけども、例えばハザードマップ

を新たに印刷をするというときになりましたら、そ

ういったものを盛り込むべきか、盛り込んだほうが

いいということになれば盛り込むというふうに考え

ていきたいと思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。１点目の転入

者に対しては、また何らかの転入手続のときに、関

心を持っていただいて、ここも南海トラフが来ると

ころでもあるし、しっかり自分の地域を知ってくだ

さいと、こういうものもウエブにありますよという

こととか、欲しければ、差し上げたいけれどないん

ですね、今はね、予備が。できればやはり、その人

がお住まいの地域だけでもとか、希望される方には、

皆さん自分でプリントアウトできる、ウエブで見て

もプリントアウトできるものを持ってるかどうかも

わからないし、そういうサービスはしてもらいたい

とは思います。できれば本当は紙ベースでもう一度

配ってもらいたい。やはりこれで来年で５年たちま

すので、もちろん、本当に市全体の財政を見れば、

エアコンをつけるだとか、余り言いたくはありませ

んが湖西病院のことだとか、お金のかかることがい

っぱいあって、本当に９月議会一般質問で、川本先

生の一般質問の研修を受けて、財源も示せれるよう

なと言われましたけれども、とても何か一般質問す

るのが申しわけないような思いでおりますが、エア

コンの設置を聞いたときに。エアコンだけではない

ですよ。エアコンはもちろん設置してもらいたいん

ですけれども。でもやはり市民の命にかかわること、

病気になってけがをして、もちろん命を救うことは

大事ではありますが、本当に、私たちは南海トラフ

は30年以内80％という。発生率２％と言われた熊本

が起きたり、今回の北海道も内閣府の去年だか出し

た全国のここは何％という地図に載ってなかったと

ころですよね、今回起きた。本当にやはり事前で、

この間夏に南海トラフが起きた場合の被害総額の想

定の数字が出て、そこでそれに対する事前防災、備

えをしていけば、被害の４分の１ぐらいの経費はか

かるにしても、４倍の経費はかからないよという、
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その数字が出ておりましたけれども、そういうよう

なものをやはり、ちょっと広い目で見て、もう一度

予算のときに考えてもらいたいなという思いはあり

ます。 

 そして倉敷市では、洪水や土砂災害ハザードマッ

プの想定と、今回真備町の多くの死者を出した、甚

大被害を出したこの地域は、ちゃんと倉敷市がハザ

ードマップは作成しておって、ほぼそれに似た形で

被害が起こっています。ですので、それを幾ら配っ

たとしても、ウエブに載せても、そこにやはりアク

セスしたり、本当に見てなければ、自分はずっとこ

こに住んでて何十年も来てないからいいやという感

覚が多くて、山や川は変わりませんとは言っても、

地球は46億年で、私たちの一生は長い人でも今110

歳とか、その経験値とは比べ物にならない形で災害

というものは起こってるわけですから、それらをや

はり優秀な知見をお持ちの湖西市の職員ですので、

対応はしてもらいたいという思いでいます。 

 そして、その新聞の中には、ハザードマップを見

ていれば、リフォームをしなかったとか、あるいは

ここに引っ越してこなかったというような、今回夏

からいろいろな災害が起きているところでハザード

マップのことを皆さんに示していたじゃないのとい

うような、インタビューをされるとそういうことを

おっしゃる方もやはり多いんですね。だから、では

それは全部市民のせいかとか、個人のせいかにはや

はりできないと思うので、ハザードマップができた

ならば、新所は１年置きにＤＩＧという災害想像力

ゲームという、こういう液状化が起こるんではない

か、土砂災害が起こるんではないか、そういう自分

の地域を全部防災指導員と町内会長でやって、大き

な地図をつくって、それを９月１日に各町内ごと集

まったときに危険地域を示したりしてます。１年置

きというのは、ほかのときはＨＵＧという避難所ゲ

ームを始めてますけれども、やはりそういうことを

して、自分たちの地域は長年住んでるからわかるで

はなくて、もう一度改めて見直すという機会をやは

りそれぞれの市の自主防災や町内会はやはりしてい

かなければいけないと思うし、市民もそれを活用し

なければいけないということは重々痛感していると

ころです。 

 愛媛県の大洲市ですか、あそこもやはりハザード

マップどおりになって、そこはテレビで見たんです

けれども、ちょうど私たちが新所でＤＩＧをやった

直後だったので、そのとおりの、私たちはこういう、

湖西市はピンクの紙を逃げましたというのを玄関に

置いてあります。それを玄関に置いて逃げたとき出

しましょうと言ってるんですけど、そこは各家にそ

のＤＩＧの地図が配られていて、どこが危ないんだ

というのをみんなが毎日わかってて、それと一人、

その一軒で誰か一人、地域の人を助けるという名前

がありました。そこでも助ける約束の人を見かけた

ら、息子さんが来ていたから大丈夫ということで私

たちは逃げましたといって、被害者を一人も出さな

い地域の報道もありました。 

 やはりいろいろ市がお金をかけ、手間暇をかけ、

つくっていただいたものを活用しないと市民は費用

対効果も上がらないということになるので、それは

十分肝に銘じてはいるところです。 

 では２番目に行きます。 

 危険ブロックの撤去にかかる費用の補助が、当市

は現在最高10万円ですが、民間所有の長い距離のブ

ロック塀は、数百万かかるとお聞きしました。それ

は当事者から聞いたので、建築住宅課に聞いたら、

そんなにはかからないというお話もありましたが、

通学路であればなおのこと対策が急がれます。補助

の増額をした自治体もあるようです。増額の検討は

いかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 都市整備部長。 

○都市整備部長（内山賀津高） お答えします。 

 ブロック塀撤去費用の補助につきましては、過去

５年間に市域全体で67件、１件当たり平均５万

5,000円の補助金を交付しており、上限金額10万円

以内の交付件数は全体件数の82％に当たる55件であ

ったことから、限度額以内の申請が大半を占めてお

りました。 

 県内35市町のうち29市町が上限額を10万円に設定

しております。 

 議員御指摘の通学路沿線の危険なブロック塀の撤

去推進につきましては、このような過去の補助実績
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や厳しい財政状況から、通学路沿線のブロック塀所

有者に対し、補助を増額することで撤去へのインセ

ンティブを与えるのではなく、地震時に危険なブロ

ック塀とはどのような構造のものであるのかや、そ

の撤去を市と県が推進しており、補助制度を用意し

ていることなどを、保護者などを含め周知していく

ことで、自発的な撤去を促していきたいと考えてお

ります。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） わかりました。ありがとうご

ざいました。そんな何百万もかかるような工事はほ

とんどないんだよという事実もわかりました。では、

ぜひともそのような啓発活動を進めていただきたい

と思います。 

 ただ、新所なんかは本当にＤＩＧのときに、ふだ

んは、きのうの通学路の危険、犯罪防止という意味

からも、従来の中道という住宅密集地を通るように

はなってますけれども、この間のＤＩＧをやったと

きに、東小学校へのいっとき避難所に行って、そこ

から避難場所の東小学校に行くときは、裏のあじさ

いロードというか、あじさいがいっぱい植わってる、

高台を通ろうということを申し合わせをしました。

ふだんはやはり犯罪に巻き込まれてはいけないので、

人通りの少ない道ではなく、ブロック塀のいっぱい

ある通学路を通るということにはなるんですけれど

も、よろしくお願いいたします。 

 では３番に行きます。お願いいたします。 

 ことしの６月、８月に、家具類転倒防止固定具の

研修を受講してまいりました。これまでのＬ字金具

やベルト、チェーンでの方法は、効果が薄い実験の

動画、テレビで放映されたようなものも含んで、見

てまいりました。最新の研究結果で開発された器具

での固定に、防災ガイドブック、実物はこれです、

これも全戸配布されてるものですけども、これの中

にこういう21ページにはこのように金具・チェーン

とかＬ字金具で固定が示されております。ほかの身

体障害者とか老人世帯、高齢者ばかりの世帯に対し

て、３点無料で家具転倒防止のサービスをしている、

市のこの申し込みに関しても、みんなそのような固

定具の絵が描いて配布されて、これ募集も行ってい

るところですけれども、こういうものを新たなねじ

でとめる式の固定方法ではないものも今開発されて

きています。それはねじだと、例えば150キロで高

さ180センチ、奥行き30センチの家具だと、ビスに

かかる力というのは63キロだそうですけれども、こ

の発泡ウレタンダンパーというものを使って、伸び

縮みしたりして振動を吸着して、壁に２個設置する

のでその力が弱まるというもので、これであれば２

個つければ１個で81キロの力に耐えられて、２個つ

けるととその倍になるという、こういうものがあり

ます。これはタンスに穴をあけることもなく、この

わずかなすき間に挟んで、この下にたんすで、これ

を壁というものですけれども、これは一つの例です。

いろんなタイプがあります。冷蔵庫用とかもありま

すが、今までの壁紙の後ろにちゃんと支える間柱が

あるのかとか、桟を渡す作業をしてちゃんと経験の

ある大工さんが打たなければならないというような

手間暇をかけなくても固定できるというものが紹介

されていました。こういうものも開発されています

ので、柔軟に順次でも変えていく予定はいかがでし

ょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 防災資機材や備蓄品等、

常に新製品がいろいろなメーカーから開発、販売を

されています。私どもといたしましても、さまざま

な機会で情報を入手し、よりよいものの把握に努め

てまいりますが、議員の皆さんからも研修等で得た

新たな情報を御提供いただけるということであれば、

いいものは取り入れていきたいというのが基本的な

考えでございます。 

 ただ、冊子の作成や今ある印刷物の内容変更はな

かなかすぐにできないというのが現状でございます。

現在、作成を進めております女性の視点を生かした

ガイドブック、こちらのほうに掲載をして、ウエブ

サイト等で公表できればというふうに考えています。 

 また、市の家具転倒防止事業における固定器具の

変更につきましては、安価でより効果的なものがご

ざいましたら、施工業者と協議して、変更すること

も考えてまいりたいというふうに思います。以上で

す。 
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○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。で

はまた研究していただきまして、御検討よろしくお

願いします。また、女性の視点の防災ガイドブック

への掲載等も可能であれば、またよいものがあれば

という市のお墨つきがついたものであれば紹介をし

ていただきたいと思います。私はこれを推奨してい

るというところです。 

 では、４番に行かせていただきます。 

 職員によるアイデア募集から調査、研究、試行と

いう事業「みらいのこさい調査事業」第１期が提案

で、仮に「いいじゃん湖西」という名前のごみ分別

アプリが、若手の職員ですか、古いかちょっとわか

りませんが、職員提案でされて、それを実現に向け

ていくという、私たちへの議員への報告が７月にあ

りました。 

 この説明の中で、今後子育て支援情報などもそこ

に入れられたらいいと思っているというような説明

の言葉もありました。私が６月に質問した防災アプ

リの機能なども付加できないのでしょうか。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 ごみアプリにつきましては、本市の政策課題等へ

対応するため、廃棄物担当職員がアイデアを提供し

まして、「みらいのこさい調査事業」として採択を

受け、試行的に事業化されたものでございます。 

 事業の目的でございますが、ごみ減量と資源物の

分別を推進していくために、既存のごみカレンダー

やガイドブックに加えまして、新たな情報発信ツー

ルとしてごみアプリを導入し、転入者や外国人、若

い世代の方々にも一層ごみ出しルールを理解してい

ただこうとするものでございます。 

 現在、大学や民間事業所と調整を開始しておりま

して、まずは日々の生活に密着するごみアプリを試

行的に導入しまして、事業効果を検証した上で、ご

みアプリの成果が確認できれば、次の展開として防

災など分野の拡大の検討につながっていくものと考

えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） よろしくお願いします。 

 ちょっと戻ってしまいますけど、ハザードマップ

も本当に防災アプリというような、湖西市のホーム

ページを開いてだんだんとアクセスをしてそこへた

どり着くんではなくて、本当にぱっと湖西市の状況

あるいは被災してからの、そこの避難場所同士の情

報交換ができるとか、そういうようなものが欲しい

というのを６月に言ったわけですけれども、そうい

う日々の生活に密着するものに、ぜひとも防災のい

ろんな情報も入れて、事前防災の啓発等もできるよ

うなものに展開していってもらいたいという希望を

お伝えして、よろしくお願いいたします。 

 では５番目をお願いいたします。 

 西日本豪雨で多くの災害ごみが発生しました。西

日本だけでなく、今は北海道も大変なことですが、

仮置き場の確保から手間取り、処理がおくれ、生活

再建にもおくれも生じると新聞で報じていました。 

 災害廃棄物処理計画の策定は、環境省が早期策定

を進めているようですが、焼却炉再稼働の目的の一

つでもある災害対策について、当市の現状はいかが

でしょうか。 

○議長（二橋益良） 環境部長。 

○環境部長（相澤義之） お答えいたします。 

 災害廃棄物処理計画につきましては、国の災害廃

棄物対策指針に基づきまして、平成29年３月に策定

を終えているところでございます。 

 この計画の中で、災害廃棄物の仮置き場につきま

しては、最終処分場や公園などの公共用地を優先し

て選定を行っております。 

 しかしながら、焼却施設が再稼働するまでの間は、

市単独での処理は困難でございますので、県や周辺

の市、また民間等からの広域的な支援を想定してい

るところでございます。 

 また、再稼働後は自前での焼却が可能となります

が、災害の規模によってはやはり広域的な支援も要

請する必要があると考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん、いかがですか。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。新

聞ではまだできてないところも多いと聞きましたの

で、できているということで一安心ですが、またよ

り具体的な、一番は焼却炉がきちっと再稼働するこ
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とが今は目下の最優先のことだと思いますけれども、

いろいろ整備していただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 では、６番お願いいたします。 

 ことし、豊田市、浜松市などが大規模災害時にほ

かの自治体やボランティアなどによる人的・物的支

援の要請・受け入れを迅速化するための災害時受援

計画を策定したと新聞報道されていました。 

 受け付ける、北海道のこの間の地震などはまだ混

乱中だからボランティアに来ないでくださいという

ようなことも新聞で報道はありましたけれども、受

援について、落ちついてからですが、当市が被災し

た想定でリアルな対応計画をどれだけ準備している

のか、お伺いしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 市町村における受援計

画につきましては、全国でもまだ緒についたところ

でございまして、策定している市は少ないのが現状

でございます。本市におきましては、それぞれの分

野、部署ごとには作成をしておりまして、その多く

が県に要請するものでございます。訓練についても

年に１回から複数回実施をしているところでござい

ます。 

 防災訓練の機会を捉えて、その都度、大地震が来

た場合の対応を、極力現実的に想像やイメージを膨

らませて、訓練計画を立てるよう、災害対策部の各

班に対し指示をしております。 

 市全体の受援計画として、今後策定していくこと

になると思いますが、各避難所の運営マニュアル策

定を喫緊の課題と考えておりまして、まずはそちら

を優先させていただきたいと考えております。受援

計画の策定に当たっては、先進市の例を参考にする

とともに、被災地の支援で実際に現場を見てきた職

員、こういった職員の経験を災害対応への貴重な情

報として取り入れてまいりたいというふうに考えて

おります。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん、いかがですか。 

○６番（佐原佳美） ぜひともそのようでよろしく

お願いいたします。 

 では７番、お願いいたします。 

 台風など、あらかじめ予測できる災害に対して、

行政や自治会などが、いつ、誰が、何をするかを時

系列で整理しておく仕組みのタイムライン、事前防

災行動計画を作成していれば、首長は判断に迷うこ

となく、被害の最小化に有効と国土交通省は策定を

進めていますが、当市は作成済みでしょうか。昨日

の避難勧告だ、指示だという、そういう時系列的な

ことと、もちろん事前のタイムラインというものも

含めてではあります。よろしくお願いします。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 市としてのタイムライ

ンは、平成27年度に作成をして、平成28年度から運

用をしております。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございました。よ

ろしく、リアルにまた精度を高めていっていただき

たいと思います。 

 ８番、お願いいたします。 

 西日本豪雨では、想定を超える雨量には市作成の

タイムラインのみでは対応できなかったことも数々

の新聞で報道されています。各自治会が策定するほ

うがより具体的に機能するという報道がありました。

自治会、個人の避難行動を時系列化して備える、コ

ミュニティータイムライン、マイタイムラインの策

定を市民に勧める、推奨する、こういうのがありま

すよという、要は啓発活動という意味で申し上げて

おりますが、それはいかがでしょうか。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 先ほども少し申し上げ

ましたけれども、現在、自治会や自主防災会の役員

の皆様を中心に、避難所運営のための検討会議、こ

れをそれぞれの避難所ごとに実施していただいてお

ります。自治会の皆さんには、まずはこちらの作業

を優先して進めていただきたいと考えております。 

 しかし、タイムラインの作成は、台風など状況が

予測できる災害に有効であり、市民の皆様が自身の

命を守るための重要な手段の一つになると思われま

すので、今後、個人でタイムラインがつくれるよう

な、そういったものを広報こさい、それからウエブ

サイト等で啓発をしてまいりたいというふうに考え
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ております。以上です。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） ありがとうございます。前向

きにそのように進めていただければありがたいです。

できる・できないにかかわらず、やはりやったほう

がよいと思うものは市民へ展開していってもらいた

いと思います。 

 例えば、ちょうど４年前になりますが、広島での

土砂災害がありました。４年前の８月ですね。広島

市安佐北区の被害を受けた団地では、ここまでいっ

たところは本当に被災したので深刻だった、今後も

そこに住み続けるために必要だったということで、

自治会で雨量計を独自に設置したり、そういうノウ

ハウのある方がそこの、団地ですけれども、団地の

多くの方が登録者となった、雨量がここまでなった

ら自動的にメールを配信するよというような準備も

して、７月６日には広島市よりも46分早く避難準備

情報を出したというのも新聞にありました。そうい

うものが市から、広報こさいとかから、それぞれの

家族でタイムラインをつくってみませんかみたいな

ものが出されると、本当に家族で災害時の打ち合わ

せができる、家族防災会議が持てるきっかけになる

と思いますので、ぜひともよろしくお願いします。 

 私は、時間の限りというものがありますので、ま

だまだ本当に聞きたいことというのは、通電火災を

防止する感電ブレーカーの設置補助だとか、８月８

日に国内で製造販売が解禁されて１年後に実質販売

できるという乳児用の液体ミルクの備蓄とか、福祉

避難所と行政の打ち合わせ、福祉施設と地域の合同

避難訓練など、お聞きしたいことはまだまだ山のよ

うにありますが、最後に市が防災・減災対策で今後

新たに取り組もうと計画しているようなことがあれ

ば、お聞きしたいと思います。 

○議長（二橋益良） 危機管理監。 

○危機管理監（青島一郎） 先ほども少し申し上げ

ましたけども、日本全国で大きな災害が起きて、湖

西市民の皆さんも非常に関心を高めていただいてる

と思います。行政が本当にあれこれ細かいところま

で手が届く防災対策ができれば本当にいいと思いま

すけれども、議員も御承知のように、財政的なもの、

人的なもの、いろいろな面で限界がございまして、

行き届かない部分があろうかと思います。 

 ただ、やはり市民の皆さんに、自分の命は自分で

守っていただきたい。けがをしない。死なない。そ

ういったことを常に意識をしていただきたいという

思いが強いです。ですから、求められれば我々は丁

寧に皆さんにいろんなものを提供していきたいと思

ってますが、個々になかなか啓発ができないという

もどかしさを感じてます。 

 ということで、これは初日の、ちょっと防犯の関

係でもお答えをしましたけれども、とにかく我々は

いろんな機会を使って、そういった市民の皆さんに

根本的なところを御理解いただきたいというふうに

努めていきたいと思っております。具体的なものは、

なかなか財政的なものを伴うことが多いもんですか

ら、今具体的にこういったものをやりたい、やれる

ということはお答えできませんけれども、とにかく

やはり皆さんの意識を高めていくということが最重

要かなというふうに思っております。以上でござい

ます。 

○議長（二橋益良） 佐原佳美さん。 

○６番（佐原佳美） 私も全くそうだと思います。

ハザードマップを再度全戸配布してほしいというの

は、やはり、もし実現するとしたら１年後ぐらいに

なるのかもしれませんけれども、１年たって、また

来年の夏がどうかわかりませんけれども、これが言

っていたハザードマップだなと、それぞれの家にあ

るんでしょうけれどもどこかに紛れてしまっていた

り、ない方もいらっしゃる、そういうものにやはり

なったり、自主防災会や自治会がどんどん活用して

もらうツールとしてという言い方を最初にしました

けれども、やはりそういうものとして取り組んでい

ただきたいと思います。 

 今も危機管理監がおっしゃいましたように、自助

７割、共助２割、公助１割、自分の命は自分で守る。

このとおりですよね。しかし、自分で守れない人が

多いから、共助や近所の力をかりて支え合いの地域

づくりをしましょうということを今目指していると

思います。いざとなったら、頭ではわかっていても

足が震えて一歩も出ないとか、私も６年ぐらい前に、
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奈良の辺に大地震が来ますとかという誤報のメール

というか、何か警戒情報みたいなものが来たときに、

本当に何をしたらいいんだろうって、大地震が来る

と言われても、本当にそういう思いでした。 

 当時よりは本当にいろんな災害の情報を得て、ま

たいろんな研修も市でもやってもらったり、自主防

や自治会長さんや何かもどんどん年々人がかわって

たので、そういうことを体験、研修を受けた、人口

もふえてるとは思いますけれども、その大前提には

やはり市がしっかり市民の気づかないところの準備

とか事前防災対策を講じてもらって、絶えず、今お

っしゃっていただいたような市民に対しての防災意

識の啓発をリードしていっていただきたいと思いま

す。 

 思いはほぼ一緒だと思います。どうか、本当に市

民一人一人の命を守る防災対策のさらなる強化をよ

ろしくお願いいたします。これで一般質問を終わら

せていただきます。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、６番 佐原佳美さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に３番 土屋和幸君の発言

を許します。３番 土屋和幸君。 

  〔３番 土屋和幸登壇〕 

○３番（土屋和幸） ３番 土屋和幸です。通告に

従いまして一般質問させていただきます。 

 私のほうは１問だけですが、よろしくお願いいた

します。私のほう、児童虐待防止といいますか、障

害者の虐待防止ですけども、よろしくお願いをいた

します。 

 きのう、児童の虐待防止のお話を聞かせていただ

いて、振り返って障害者の虐待防止というのは、い

わゆる対応に随分差があるな、全くすごい差だなと

いう、いわゆる市の考え方そのものはどうなのかな

という感じを受けました。 

 質問しようとする背景や経緯でありますが、障害

者が家庭内、通所作業所、入所施設において、虐待

が行われている報道が後を絶ちません。そうした中

でも家庭内虐待など表に出にくい問題があると思わ

れます。例えば、障害者の中には自分の意思をうま

く表現することが難しい人もいることから、あらゆ

る場面が虐待の現場になり得ると思われ、昨年の９

月定例会に一般質問した折、湖西市においては平成

29年度障害者の虐待事例は１件もなかったという、

すばらしい回答をいただきましたが、その後、私の

ほうで関係者、いわゆる書物などに触れて、大きな、

大変大きな疑問が生じたのでお伺いいたします。 

 この場合、いわゆる１件もないということは、普

通はあり得ないというのが関係者とかそういった方

のお話だったんです。ところが、地域福祉課のほう

へいくと１件もないということがあるので、その辺

のところを明確にお答えいただきたいと思います。 

 市の対応が見えないことから質問をさせていただ

きます。 

 質問事項ですが、障害者虐待防止センターについ

て、実際に虐待事例が発生したときの動き、またそ

の防止センターのあることを市民とか障害者の方に

はどのように周知されたか教えてください。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。健康福祉

部長。登壇してお願いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 実際に虐待事例が発生した場合におきましては、

厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待

防止と対応の手引というものがございますので、そ

ちらに沿った対応をしていくことになります。具体

的には、通報等の受け付け、訪問調査等による事実

確認、ケース会議の開催、状況に応じた支援という

流れになりまして、必要に応じて警察への援助要請

等も行われます。 

 なお、市民への周知といたしましては、市のウエ

ブサイトにおきまして障害者虐待の担当部署、障害

者虐待の種類や事例などを掲載しているところでご

ざいます。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君、いかがですか。 

○３番（土屋和幸） 今、部長のほうから市町村の

虐待防止の流れについてお伺いしたんですけども、

湖西市のほうでは虐待防止センターという、いわゆ

る窓口があると思うんですけども、こういうチラシ

を配布されてるかどうか。これをごらんになったこ
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とはありますか。障害者110番という。ちょっとそ

の辺のところお伺いします。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） ちょっとそのチラシ

自体は承知してありません。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） これは地域福祉課が出してい

るチラシです。これまた後で見ていただければいい

ですけども、虐待と思ったらすぐ連絡をということ

で、地域福祉課が窓口になっていて、もともとで言

えば県の虐待防止センターが、いわゆる大枠で印刷

して、そこに湖西市とか浜松とかそういうふうに入

れて、それで内容としては虐待防止というのは部長

はどういうふうに認識されてるかわからないですけ

ども、これに書いてあるのを読めば、ひどいことを

言われているとか、勝手にお金を使われている、い

やらしいことをされている、御飯を食べさせてもら

っていない、たたかれている。こういうチラシその

ものは知らないし、こういう内容のことが虐待に当

たるということ、おわかりになりますでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 市のウエブサイトに

おきまして、虐待の事例ということで紹介させてい

ただいておりますので、その中には身体的虐待や心

理的虐待、先ほど言われました経済的虐待、あとネ

グレクトと言われるもの、そういったものがあるこ

とは承知はしております。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） それで、ウエブサイトに掲載

していただいてあるということなんですけども、こ

ういういわゆる障害者の人たちがそういうことを、

いわゆるウエブサイトに載ってるから周知はもうし

ていますよ、これはどこにあるかわからないけど、

とにかくこれもかつて発送したことがあるよという、

その程度の周知の仕方というふうに捉えればよろし

いですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現在の周知の状況は、

議員御指摘のとおりでございます。確かに周知が不

足しているという部分もあろうかと思いますので、

今後、ウエブサイト以外でも、広報等でも周知をし

ていきたいと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） それで、今防止センターとい

う名称でいわゆる運営しているところは、23ありま

すけども、いわゆるほとんど、90％以上が虐待防止

センターという相談窓口としてはあるんですけども、

湖西市と近隣では浜松市がいわゆる担当課になって

おるわけですね。ところが浜松市は、障がい者基幹

相談支援センターといって、もっと大きな、いわゆ

る虐待防止も含めた相談支援センターがあるんです

けども、湖西市のほうも、せっかく虐待防止センタ

ーをつくられたなら、そういういわゆるわかりやす

いものを、いわゆる場所はどこでもいいんですけど

も、市民の方が簡単に相談のできるようなところに

つくっていただきたいと、そんなふうに思います。

これは１点目はそれで終わります。 

○議長（二橋益良） 今、質問の途中ではございま

すけども、ここで暫時休憩とさせていただきたいと

思いますが、よろしいですか。 

 それでは、暫時休憩といたします。再開は11時10

分といたします。 

午前10時59分 休憩 

───────────────── 

午前11時10分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、会議

を再開いたします。 

 ただいまは土屋和幸君の一般質問の途中ではござ

いますけども、項目２のほうから進めさせていただ

きます。土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） では２番目、お願いします。 

 障害者虐待防止マニュアルについて、昨年度一般

質問時には作成されておりませんでしたが、その後

作成されたかどうかということと、また作成されて

いる場合、市民への周知についてはどのようにされ

ているかを教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 市独自のマニュアル

につきましては作成をしておりません。虐待が発生

した場合には、先ほども申し上げましたとおり、厚
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生労働省の「障害者虐待の防止と対応の手引き」に

沿って対応をすることとしております。以上でござ

います。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） それについては市ごとに作成

するような国の指導というのはなかったわけですね。

その辺確認しておきます。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） マニュアルの作成に

ついて、市町村で作成する義務というものは特に伺

っておりません。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） そういった指導はなかったと

いうことで理解いたします。ありがとうございます。 

 ３番目の虐待防止にかかる予算の確保については

どのように考えているかということで、状況が前回

のときと変わっていないので、前回と同様、ないと

いうことでよろしいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 虐待防止にかかる予

算としましては、一時保護の経費が主になろうかと

思いますけれども、それにつきましては前回の回答

と同様でございまして、財政的に厳しい折、当初予

算での枠取りとしての確保は難しいと思いますので、

必要になった時点で流用あるいは補正予算等で対応

していきたいと考えております。 

 ただ、一時保護の施設の確保という点につきまし

ては、現在、市内の障害者入所施設と調整中でござ

いまして、今後必要な手続を進めていきたいと考え

ております。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ありがとうございます。では

一時保護については、今後市内の通所、いわゆる入

所施設のところと契約を交わしていくという方向で

検討しているというふうに理解しましたけども、そ

れで、一時保護はいろんなケースがあって一概に言

えないんでしょうけども、どのくらいの期間を考え

るといいんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） やはりそのケース・

バイ・ケースということで、一概には申し上げにく

いということでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） わかりました。ありがとうご

ざいます。 

 それでは４番目に入ります。 

 虐待について、障害者や保護者は非常に声を出し

にくいという状況があります。これを早期に把握す

る方法や障害者や保護者が声を表に出す方法をと私

のほうで質問したかったわけですけども、現実に湖

西市にはそういった案件はないということですので、

あえてそういうことをする必要があるのかなという

のもあるんですけども、そういった一般的なそうい

う相談案件は１件もなかったのでしょうか。お願い

します。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 障害者の虐待につき

まして、昨年度実際に虐待と判断したケースはなか

ったということでございまして、実際に虐待のおそ

れがあるというようなことでの相談はございます。 

 昨年の答弁でお答えしましたように、平成24年10

月以降の虐待防止法施行後でいきますと、28年度ま

でに相談あるいは通報が５件ございまして、この間

でいきますと、そのうち虐待と判断したものが２件

ございます。それから29年度につきましては相談は

３件ございまして、ただ虐待と判断されたケースは

ゼロだったということでございます。本年度につき

ましては現在までのところ相談・通報等は把握して

おりません。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） ありがとうございます。 

 それで、いわゆるこういう虐待とかそういったの

は非常に表に出にくいし、いわゆる障害者の人はど

こへどういうふうに言ってっていいかわからないの

が普通ですね。保護者の人も施設とか作業所とかそ

ういうところにいると、いわゆる遠慮もある。そう

いうことを言ってて、後から余計嫌な思いをしたら

困るなというのが必ずあるので、そういったいわゆ

る本人の申し出というのは本当に大切なんでしょう

けども、現実に部長が言われるようにないというこ
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とは、自分たちのほうからそういう案件があるかど

うかということを、いわゆるくみ取るようなそうい

った仕組みもつくる必要があると思うんですね。せ

っかく湖西市には障害者支援協議会という、いわゆ

るいろんな関係団体、施設の団体があるので、そう

いうところの人たちにも聞く。私がある施設へ行っ

て、障害者の虐待はないんだね、湖西にはと言った

ら、そんなの調査もしたこともないのにどうしてわ

かる、と言う職員がいるわけです、現実に。そうい

うふうに、いわゆるこういう福祉の関係は特に待っ

ているだけだと、いわゆる情報が入ってこない。い

わゆる平和でどんどん平和な日々が過ぎていくとい

うことなんですけども、その裏にはそういう人たち

の思いとかそういったものがかき消されてしまうと

いうことがあり得るので、そこらは、これはどうし

ますということは即答できないかもしれませんが、

そういうことを考えるという余地はないもんでしょ

うか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 確かにきのうの児童

虐待等の場合ですと、幼稚園とか保育園、学校等か

らの相談とか、そういう発見する機会も多くあると

いうことで、18歳以上の障害者の方については福祉

サービスの利用とかしてない場合、自宅で世話され

てたりする場合ですと、なかなか現実問題把握しに

くいというところはおっしゃるとおりかと思います。 

 市としましては、障害者本人や養護者の方とのか

かわりの深い特定相談支援事業所とか、あるいは相

談支援センター、そういったところと連携しながら

情報収集をしております。また、住民と直接接する

機会の多い民生委員からも情報の提供に御協力はい

ただくことになっておりますけども、なかなか現状

では把握しにくいというのが事実かなと思います。 

 ただ、先ほど議員おっしゃられましたように、障

害者支援協議会というものがございますので、今後、

そういった問題についても取り上げて、協議あるい

は情報交換をしていきたいと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 土屋和幸君。 

○３番（土屋和幸） よろしくお願いいたします。 

 ５番目も似たような質問になってしまうんですけ

ども、いわゆるこういう障害者の施設、特に、知的

障害者の中には自分の意思を表現することが非常に

難しいという人がたくさんいます。これは精神にも

言えることなんですけども、言える人たちはいいん

ですけども、言えない人のために、そういったあら

ゆる機会を通じてこういう障害者の声を聞き入れる

ようにしていただきたいなと思います。 

 それで、いわゆる市の発行したこの第４次障害者

計画を見ると、いわゆる障害者の人は差別の解消と

か虐待の防止、権利擁護の推進というものを相談を

したいよというのが20％近くあるということなので、

本当はもっともっと相談に行きたいという気持ちが

あると思うんですけども、そういった意味では今の

おぼととかそういったところの相談所は、非常にあ

る意味隠れたところにあるのでいいのかもしれない

んですけども、そういった余り人目につかないとこ

ろで、そうかといってわかりやすいという、まこと

に虫のいい話なんですけども、そういったところに

こういう障害者の方の意見を聞く場を設けていただ

きたいとそんなふうに思います。以上です。私の質

問は終わります。よろしくお願いします。５番はも

う答えてもらってるんで。 

○議長（二橋益良） よろしいですか。 

○３番（土屋和幸） はい。 

○議長（二橋益良） 以上で、３番 土屋和幸君の

一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に10番 竹内祐子さんの発

言を許します。10番 竹内祐子さん。 

  〔10番 竹内祐子登壇〕 

○10番（竹内祐子） 10番 竹内祐子です。児童虐

待の現状と対策について、１点質問をさせていただ

きたいと思います。 

 質問をしようとする背景や経緯。児童虐待防止法

施行から18年。児童相談所への児童虐待相談対応件

数は2016年度には全国で12万件を超えており、５年

前と比べて倍増している。また、児童虐待により、

年間約80人もの子供の命が失われています。 

 ことしの３月に目黒区で児童虐待によって５歳児

が父親に虐待され死亡した事件については、多くの
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人が心を痛めました。 

 国は児童虐待防止対策については、妊娠期からの

切れ目のない支援、初期対応の迅速化や関係機関の

連携強化、要保護児童対策地域協議会の機能強化な

どに重点を置いているところです。2019年度から

2022年度までの児童虐待防止対策体制総合強化プラ

ンでは、市町村の相談体制を強化するために必要な

職員を確保して、子ども家庭総合支援拠点の設置、

要保護対策地域協議会の調整機関の職員について、

専門職員を配置して進めていこうとしています。 

 質問の目的ですが、全ての子供が地域でのつなが

りを持ち、虐待防止のための早期対応から、発生時

の迅速な対応、虐待を受けた子供の自立支援に至る

まで、切れ目のない支援を受けられる体制を構築す

るため、妊娠期からの虐待防止に向けた支援状況及

び課題をお伺いいたします。 

 質問１。妊娠期から切れ目のない支援をする観点

から、産前・産後サポート期において、虐待防止の

観点から実施していることと課題をお伺いいたしま

す。お願いします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いいたします。健康

福祉部長。登壇してお願いします。 

  〔健康福祉部長 山本 渉登壇〕 

○健康福祉部長（山本 渉） お答えをいたします。 

 産前・産後のサポート期の支援といたしまして、

母子手帳交付時に全ての妊婦との個別面談、また産

後１カ月を目安に全ての産婦への電話連絡を行い、

必要に応じ家庭訪問やはじめてのママ教室等でのフ

ォロー、電話相談などの継続支援を実施しておりま

す。 

 課題といたしましては、就労している妊婦も多く、

夜間でないと連絡がとれないなど、妊娠期の支援方

法について課題となっておりますが、夜間対応や会

社の休み時間に合わせて連絡をする等、引き続き

個々の状況に応じた丁寧な支援を行ってまいりたい

と考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、よろしいです

か。 

○10番（竹内祐子） 個別面談と電話連絡をとって、

状況をしっかりと把握していくということでわかり

ました。 

 課題はやはり働いている方に対しての連絡がうま

くつかないということで、夜間対応について検討を

考えているということなんですけれども、会社の休

み時間などに電話をとるというふうにされているん

ですけれども、こういうことはもう母子手帳交付時

のときから、どういう状況にありますかというのを

伺っていて、直接電話できる携帯電話の電話番号で

すね、そういうものを伺って、そうさせていただき

ますよという了解を得ているのかどうか、そこを教

えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） おっしゃるとおり、

母子手帳の交付時に個別面談をしておりますので、

その中で今後の連絡方法等についても相談をして、

必要な対応をしているということでございます。以

上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 以前は母子手帳の交付を日に

ちを決めて、集団というか、ある程度まとめてやっ

ていた記憶があります。個別面談対応にされた理由

を伺いたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） やはり集団での交付

と比べまして、個別で対応したほうが、より各個人

の状況の把握がしやすいということで切りかえたも

のと考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） みえる方に対して、一番自由

に来ていただいて、その中でいろいろ保健師さんの

ほうもいろんなことをゆっくりと聞いて、しっかり

と妊婦さんの状況を判断したいということから、そ

のようにしたということですね。わかりました。あ

りがとうございます。 

 それでは、２問目に行きます。 

 妊産婦乳幼児訪問指導事業というのがあります。

そこの中の現状、虐待リスクを感じることがあった

のかどうかということと、課題、その事業の課題に

ついて伺いたいと思います。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 
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○健康福祉部長（山本 渉） 妊娠、出産、子育て

に関しての不安が強い方、身近に協力者がいない方、

あるいは産後鬱のリスクが高い方などにつきまして

は、育児支援、虐待予防の観点から、継続的な訪問

指導を実施しております。平成29年度につきまして

は、乳幼児訪問指導は608人に行っておりますが、

そのうち41人に対しまして虐待予防の観点で継続的

な支援を実施いたしました。 

 課題といたしましては、子育ての悩みのみでなく、

夫婦の不和であるとか、経済的困窮、そういった相

談内容が多岐にわたっておりますことから、職員の

対応力の向上が課題となっておりますが、関係職員

で処遇検討を行いながら、職員の資質向上に努めて

いるところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） この乳幼児訪問というのは、

保健師さんがやられていらっしゃると思いますけれ

ども、お一人で行かれるのか、それともチームを組

んで行かれるのか。ちょっとそこのところの状況、

どのような体制で行かれるのか教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 市の正規の職員であ

ったり、あるいは非常勤の保健師さん含めて、割り

振りながら担当を決めて訪問しておりますが、訪問

自体は一人で訪問をしております。以上でございま

す。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 訪問は一人でされている。先

ほどのところで608人やられて、４人は虐待の傾向

があるよというお話でしたけれども、この４人の方、

え、47人。ごめんごめん。ちょっと私のメモの仕方

がおかしかった。47人の方が。１。41人の方という

ことで、その41人の方に同じ保健師さんが、担当の

方がちゃんと決まって、しっかりと継続支援をされ

ていくのか、どのようになっているのか、そこをち

ょっと確認させてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 基本的に担当制をと

っておりますので、その担当の保健師の方が継続的

に支援をしていくということとしております。以上

です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） それでは、その担当制をとっ

ている。よくわかりました。 

 継続的支援をしていくに当たり、保健師の中でや

はり県に関しての連絡会というの、そういう報告会

とか、今後のやり方、報告の仕方とか、そういうの

をやはり検討していかないといけないと思うんです

ね。一人の保健師が責任をもって、目的をもって、

どこのくらいのところまで支援していくのかという

ふうに計画を立ててやっていっているのかどうか教

えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 虐待が疑われるとい

うような場合につきましては、母子保健福祉検討会

という連絡会を毎月１回実施しておりまして、その

中で問題も多岐にわたるということがありますので、

関係の児童相談所ですとか子育て支援課、家庭児童

相談室、そういったところの職員を含めまして、支

援について検討しているという状況でございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。 

 それでは、そういうふうに母子保健検討会という

のがあるといって、いろんな子育て支援課のほうの

職員も交えながらやっていただいてるということで、

それではこの事業、この妊産婦の乳幼児訪問事業の

中で、保健師さんが一生懸命継続支援をしていくと

いうので、そういう専門的なものを持った人が支援

をしなければならないのか、それとも例えば子ど

も・子育てプランの中に養育支援事業というのがあ

るんですよね。だけど湖西市は今回のプランの中に

は、その計画の中に数値を入れてなかった。ありま

せん。この養育支援事業が行われていれば、もっと

この乳幼児の訪問指導事業がスムーズにいくという

ような意見というのは出ているんでしょうか。今子

育てプランのことも検討し直してると思いますけど、

どうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 現状をよりよくする
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という意味では、昨日答弁いたしました子育て世代

包括支援センターというセンターを来年度設置する

予定としておりますので、そういった中では支援の

必要な子供に関しまして支援計画、そういったもの

をつくりながら関係部署で連携して対応していくと

いうことで、少しまた前進するものと考えておりま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。では次に行き

ます。 

 ３番目です。乳幼児健診未受診者と予防接種の未

接種者の状況把握とその対応状況を伺います。そし

てまた、それに対する課題を教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 乳幼児健診の未受診

者でございますが、この方に対しましては毎月勧奨

の通知をしまして、それでも受診がない場合には、

電話での勧奨も行っております。その後も受診が確

認できない場合は、家庭訪問を実施し、乳幼児や家

庭の様子の確認を行っております。 

 また、予防接種に関しましては、すくすく育児教

室や１歳６カ月児健診の際に接種状況を確認し、随

時接種勧奨を行っております。教室や健診も未受診

という場合は、電話連絡あるいは家庭訪問で状況の

把握をするようにしております。３歳児健診終了後

に接種する予防接種に関しましては、未接種者に勧

奨通知をしているところでございます。 

 課題としましては、家庭訪問した際に、住所をお

いたまま居所不明となっている乳幼児を把握するこ

ともありまして、そうした乳幼児への支援というも

のが課題となっておりますが、医療機関あるいは警

察等の関係機関と連携を図りながら、引き続き状況

把握に努めてまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、いかがですか。 

○10番（竹内祐子） 電話等でいろいろ連絡をされ

ていて、連絡をすればやはり健診なり予防接種のほ

うは行かれて、100％に近いという数字になってい

くんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 乳児の健診等につい

ては比較的最初から100％に近いという数字でござ

いますけども、特に予防接種等で、例えば期間があ

いた、３歳以降、年長のときの麻疹・風疹の予防接

種でありますとか、小学校６年生を対象とした二種

混合などは、おのずと接種率が低くなっております

ので、そうした方には勧奨通知を送ることによりま

して、例えば二種混合でいきますと、勧奨通知を送

った後は、それまでの48％が約90％になるとか、麻

疹・風疹については61％が96％になるとかいうこと

で、それなりの効果があるものと思っております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 今の話を伺ってますと、湖西

市では全くもう健診に来ないとか、予防接種を受け

てないという子供はいないというふうに判断しても

よろしいですかね。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 全くいないとは言い

切れないですが、比較的しっかり受けていただいて

るものと思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。連絡や通知を

出せばやっていただけるということは、虐待じゃな

くて、やりたくなくてというか、育児放棄をしてい

たんじゃないんだなというふうに理解すればいいの

かなと。受けていいですか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 要対協等で進行管理

しているような家庭、そういったところではそうい

う影響から受けないということもあろうかと思いま

すけども、おおむね勧奨すれば受けていただいてる

ということかと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。それでは４番

目に行きたいと思います。 

 保育園や幼稚園に通っていない子供の把握と支援

の実施状況を伺います。またそれらに対する課題を

教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 



１２７ 

○健康福祉部長（山本 渉） 保育園や幼稚園に通

っておらず、虐待防止の観点から支援が必要と思わ

れる子供につきましては、住民や医療機関からの通

報、あるいは関係機関からの情報提供などにより把

握をしております。 

 把握した場合には、速やかに子供の安全確認を行

い、保護者との面談や関係機関の紹介など、必要な

支援を行っております。 

 課題としましては、通報があっても、子供や保護

者と連絡や接触ができないなど、実態把握が難しい

場合の対応方法が挙げられますが、こうした事例に

つきましても児童相談所や警察等の関係機関と連携

をしながら対応を進めているところであります。以

上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 保育園へ入れるとか幼稚園へ

入れるとかというのはそこの家庭の自由なんですけ

れども、やはり入れれない人たちのそういう、入れ

ないというんですか、そういう人たちの理由という

のはどんなものがありましたでしょうか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） ことしの４月１日現

在で３歳から５歳の方で保育園や幼稚園に通ってい

ない子供というものは30人ということで把握をさせ

ていただいておりますが、具体的になぜ就園してい

ないかという理由までは現在把握ができておりませ

ん。ただ、国のほうでも最近そういった健診の未受

診者であるとか未就園の子供に対する把握をしっか

りするようにという指導がございますので、今年度、

そういった把握をさらに進めていくということで予

定はしております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 今年度やっていただけるとい

うことで理解しましたけど、やはりこの30人の子供

たちというのは、今まで聞いてきた健診にしても予

防接種にしても、もっと先に行けば乳幼児訪問とか

そういうふうに時系列につながったときに、そうい

うのというのはちゃんとされているんですか。それ

とも全くそういう前の履歴というか、そういうもの

もなくて、全く全然違う30人なのか。そういうとこ

ろはわかりますか。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） その30人が時系列的

にどういう状況できているのかというのは、今ちょ

っとそういった把握はできておりません。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。何にしても時

系列に見ていって、親子の様子なんかもしっかりと

把握していけるといいのかなというふうに思います。

小さなそういう疑問というか、そういうものも見落

とさずに、やはりやっていっていただきたいなと思

います。わかりました。 

 それでは５番目に行きます。 

 児童虐待防止の観点から、障害のある子供とその

保護者、生活困窮者、ひとり親家庭に対する相談体

制と課題をお伺いいたします。また、妊娠期からの

対応を含めたワンストップの窓口をつくる考えはあ

るか教えてください。 

○議長（二橋益良） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（山本 渉） 障害児の福祉、ある

いは生活困窮、ひとり親家庭の各担当部署への相談

で、児童虐待のおそれがある相談を受けた場合には、

連携をして対応に当たったり、あるいは情報共有を

行い、児童虐待防止の支援を行う体制をとっており

ます。関連部署はいずれも健康福祉センター内にあ

りますので、連携を密にとっております。相談体制

につきましては、現状特に大きな課題はないものと

考えております。 

 ワンストップの窓口につきましては、今後子育て

支援にかかる部署の一元化を検討していく必要があ

ろうかと思いますが、その際に合わせて考えていき

たいと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。おぼとで一括

して、みんなで連携し合いながらやっているという

状況で、児童虐待に関してはしっかりとやっている

よというお話でした。でも決算になると、あれだけ

の児童虐待数とかそういうのが出てくるのはどうい

うことかなとちょっと疑問に思ったりもしますけれ

ども、一生懸命やって、あれだけの数字で抑えてい
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るのかなということで考えたいと思います。 

 きのうの同僚議員の児童虐待についての質問とか

いろいろ聞いていて、先ほどの障害の方の話もそう

なんですけれども、私は今、児童虐待についての支

援体制の整備について、自分が思っていることを今

からお話ししていきたいと思うんですけれども、い

ろいろ聞いていると、一生懸命やっていて問題はな

いという状況はよくわかります。でも、冒頭も申し

上げたように、児童虐待の数は全然減っているわけ

ではなくて、ふえています。やはり、児童虐待で80

人もの子供たちが亡くなったりとかしていて、児童

虐待防止法もつくられても、全然それを防げない状

況になっています。法改正で、児童虐待防止法がで

きたときもそうなんだけれども、児相任せにするの

ではなくて、自分たちのまちの子供たちのそういう

問題に関してはしっかりと市町村も窓口を設けて、

そういう相談体制にのっていきましょうということ

で、もちろん湖西市もしっかりと家庭児童相談所も

設けていただいて、しっかりやっているところはよ

くわかります。ますます児童虐待が、少子化になっ

ているのにもかかわらず、子供の命が減っていく、

子供がつらい思いをしているという数が減らないか

ら、もっと強化していきましょうねというのが今回

私がするところなんですけれども、体制整備に関し

て、私は国の言うとおりにやる必要はないと思って

ます。国がどういうふうに決めてきてるかわからな

いけれども、人口６万人で財政状況とかいろんなこ

とがあって、実際私たちのまちでも人やそういう施

設をつくるとかいろんなことに関しても、物が足り

ていない状況であるので、国のほうがいろんな何々

センターをつくりなさいねとかいろいろ言ってきて

も、別に私はそういうことをする必要はないと考え

ています。 

 ただ、そういうものに機能がしっかりと合ってい

けるような窓口体制にしていけば、それでいいと思

って、さっきの同僚議員の質問のところでも、障害

者虐待防止センター、そんな窓口どこにあるのかな

とかいろいろ思ったりもして、国の言うとおりにし

ていくと、本当に何がどこにあるのかというのがさ

っぱり見えなくて、本当に私たちでさえも困惑する

状況なので、市民の皆さんはもっと、この相談はど

こへ行ったらいいのかなというふうに不安を持って

いることと思います。 

 子育て世代が安心して住みやすくすることが私た

ちの力だと思ってますので、やはり虐待をなくすた

めには子育てしやすい社会にしていくということが

一番ですよね。行政だけではやはりやっていけない

んですよね、これって。やはり地域の方々の力、幾

ら要対協がしっかりとやっているとしても、その対

象になる子供をつくる前にフォローしていかないと

いけないと思いますので、やはり防犯まちづくりと

一緒で、声かけ運動とか見守りとか、そういうもの

がすごく大事になってくると思います。 

 本当は国は妊娠期から子育て期にわたる切れ目の

ない支援のために子育て包括支援センターをつくっ

て、そういうスペースを置くなら置いて、保健師に

母子保健サービスや子育て支援サービスを一体的に

提供できるように、そういう仕組みをつくっていき

なさいよということを言っているんですけれども、

湖西市でももう少しいろいろ国の情勢の流れを見な

がら機構改革というか、そういうのをしながら、お

ぼとは今しっかりとそういう連携がとれているとい

うけれども、やはりそれぞれのところの仕事仕事で

分かれていくと思うので、母子保健とか子育て支援

なんかは、やはりしっかりと連携をもって、もう少

しネーミングを変えていって、市民が困らないよう

な、そういう組織編成にしていってくれればいいの

かなというふうに思います。 

 妊娠から子育て期の総合窓口なんですけれども、

保健師さんだけでは、さっきも部長が答えたように、

いろんな問題が起きてきますね、夫婦間の問題とか

いろんなものが。そういうのが起きてくるので、や

はりそういうところを見ながら子育て支援課のほう

にも社会福祉士さんとかやはり専門職も入ってきて

いるので、一つのものにまとめて相談体制を持って

いくといいのかなというふうに考えています。 

 もう２つ目は、先ほども言いましたけれども、子

ども・子育てプランを今度次期プランの見直しをし

ているんですけれども、本当にさっきも部長から答

弁ありましたけど、やはり養育支援事業というのを
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しっかりと入れてもらって、要対協の対象にならな

い、そういうまだグレーゾーンの家庭もいっぱいあ

るということなんですよね。だからそういう人たち

にもやはり同じように育児不安とかそういうものを

解消させてやるような、そういうものを設けてあげ

てほしいと思うんです。 

 この養育支援事業に関しては、国のほうでも民間

に任せてもいいとかというふうにもなってるし、豊

橋市のほうではホームスタートといって、育児から

家事支援からいろんなことをやる、そういうものも

あります。 

 だから、もう少し湖西市の中でも行政ばかりが頑

張らなくても、いろんなところをうまく使って子育

て支援をやっていけるような体制にしていっていた

だきたいなと思います。１問目はこれでいいです。 

○議長（二橋益良） それでは、お昼の時間になり

ますので、とりあえずここで一旦休憩をとりたいと

思いますけど、よろしいですか。 

 それではここでお昼の休憩といたします。再開は

午後１時といたします。 

午前11時58分 休憩 

───────────────── 

午後１時00分 再開 

○議長（二橋益良） それでは休憩を解いて、午前

に引き続き会議を再開いたします。 

 ただいまは竹内祐子さんの質問の項目６から進め

たいと思いますので、よろしくお願いします。では、

竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 項目６から行いたいと思いま

す。 

 児童虐待を学校で認知した場合の対応をお伺いい

たします。また、現在の対応状況における課題をお

願いいたします。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 竹内議員の質問にお答えを

します。 

 学校では、虐待を受けたと思われる児童生徒がい

た場合には、速やかに湖西市の家庭児童相談室に通

報します。また、生命の危機が懸念されるケースで

は、西部児童相談所に直接通報する場合もございま

す。 

 かつては通告すべきか判断を迷う場面もありまし

たけども、教職員の虐待に対する認識が深まり、積

極的に管理職に相談をし、通報する体制が整ってま

いりました。また、夜間など通報先に迷うケースへ

の対応としましては、市で作成された緊急対応のフ

ローチャートに従って、対応をマニュアル化したこ

とで、課題は解消されております。 

 強いて課題として挙げるとすれば、通報したこと

に対して保護者等の理解が得られずに、厳しく、激

しく、クレームが来る場合が多いということでござ

います。各校とも子供たちの安心・安全を守るため、

毅然とした姿勢で対応するとともに、該当する保護

者等に虐待防止法の趣旨を丁寧に説明するように心

がけているところであります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん、いかがですか。 

○10番（竹内祐子） 大体の様子はわかりました。

フローチャートに沿って行っているので、いろいろ

やりやすくなったということで体制がよくわかりま

す。 

 この児童虐待の未然防止策で、校務分掌の中にお

いて、児童虐待の対応というところのものがちゃん

と位置づけられていて、やはりそれを教職員の間で

共通認識をするようになっているんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） その虐待という担当はいま

せん。ですけども、生徒指導という担当は各校にあ

りますので、生徒指導主事、それを中心にいろいろ

意見交換等をしているところであります。以上でご

ざいます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。要は教職員が

個人で判断するんでなくて、フローチャートに基づ

きながらやっていきながら、学校の中の組織の中で

しっかりとそれをどうしたらいいかというもとで、

市のほうに言うのか、西部のほうに言うのか、そう

いうふうに判断仕分けながらやっていっているとい

う理解でよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） そのとおりでございます。
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以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） よく関係機関との連携の様子

もわかりました。ありがとうございます。 

 先ほども保護者さんに連絡をされて、かなり叱ら

れる部分があって苦慮していると。そして児童虐待

防止については理解していただけるように一生懸命

お話をされているということで、その中で、やはり

保護者さんは先生方のそういう御努力をやはりちゃ

んと受けとめていただいているんでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 保護者の方に受けとめてい

ただけるように努力はしております。ただ、本当に

我々接しているところの子供たちを中心に、やはり

考えながらいかなくてはいけないというふうなこと

で、多少、親が強く言われても、守ってあげるとい

う姿勢は変えてないところであります。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） そういう中で、やはり要対協

のほうにつなげていく事例とかそういうものもあっ

たりするんですか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 結果的にはそちらのほうへ

つながっていくと思ってます。 

 いろいろ家庭児童相談室との連携も少しずつ深ま

ってきましたし、この今現在の状況、そういったも

のを踏まえて学校もすごく気にするようになったし

というふうな事柄で、年々、学校から通告すること

によってわかった件数というのはふえてます。昨年

度は、その要対協がつかんでいるものの４割は学校

から通告をされたものだというふうに伺っておりま

す。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ４割の方が要対協のほうから

の指導のもとで行われている。それでそのほかに関

しては、クラス担任の先生が足を運びながら改善を

していくところもあるというふうに理解していいん

ですか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） ４割というのは、幼稚園だ

とか小学校、中学校ですので、先ほどもお話があり

ましたけども、まだ乳児とかそういった方々も含め

た全ての中の４割ということですので、学校で認知

した場合にはそちらへ乗せていただいてるというこ

とでお考えいただければと思います。以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 済みません。私のちょっと言

葉が足らなかった部分があるので訂正させていただ

くんですけれども、要対協へ持っていくものはそれ

で私はいいと思うんです。でも、要対協まで持って

いかなくても、例えば主任児童委員さんとかいろい

ろな支援できるようなメンバーがいるじゃないです

か。学校の教師もそうだけれども、そういう人たち

がやはり家庭訪問されて、親子の様子を把握しなが

ら見守っていくというんですか、そういう虐待にな

らないような方向にやっているということはないん

ですか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） それはあります。端的に言

えば、あります。 

 ただ、子供たちの例えば日記だとか、あるいは雑

談の中で、そういう話が出るということも多少ござ

います。これはまだそこまでは行ってないけども、

やはりちょっと家庭の方とお話をしたほうがいいか

なというものについては家庭訪問をしたり、あるい

は学校にはスクールカウンセラーというのがいます

ので、本人が話しづらいとかそういった場合にはそ

ちらへつなげたりとか、そういうような事柄で対応

しているところであります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 以前からちょっと先生方との

意見交換の場のところでもあったんですけれども、

やはりちょっと問題を抱える家庭の子供がふえてき

て、やはり各クラスに必ず一人や二人はいると。そ

の中で１年通して指導していくと。だから仕事以外

にやはりそのプラスアルファされて、仕事がふえて

くるわけじゃないですか。私がこれからそういうふ

うに事例もふえてくると思うので、教育委員会にそ

ういうような専門の部署をつくって、個々の先生た

ちの対応でなくて、そういうような仕組みをつくっ
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てはどうかということと、要は家庭教育支援チーム

みたいなのですかね、そういうふうにして教職員の

仕事を減らしていきながら、その地域の子供たちは

やはりそこの地域とのつながりが持てるように、地

域の方々に協力してもらって、そういう家庭教育支

援をやったらどうかなと思うんですけど、そういう

ようなお考えはありませんか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） わかりました。今おっしゃ

ってる話ですけども、実はそれは全国的にやはり問

題になってきているということで、３年前ぐらいか

らですか、スクールソーシャルワーカーというもの

が湖西市には県のほうから配置をされております。 

 スクールソーシャルワーカーというのは一体何な

のかと申しますと、児童生徒に影響を及ぼしている

家庭、あるいは地域、あるいは学校、そんなものの

改善に向けて、学校・家庭・地域の支援ネットワー

クを構築するという福祉の専門家がそれを担ってい

ただいてる。各学校においては、やはりそういった

事柄にも頼らないと、どうしても解決できないとい

うふうなことがございます。ということで、県のほ

うから配置されているスクールソーシャルワーカー

を有効に使いながら進めているところであります。

以上です。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） わかりました。家庭教育支援

のことに関しては、スクールソーシャルワーカーさ

んのほうで進めていってくださるということで理解

いたしました。 

 では７番目に行きます。 

 児童虐待防止の教職員研修の実施状況について伺

います。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 教職員の研修の実施状況で

ございますけども、毎年11月の児童虐待防止推進月

間を中心に、各校で虐待認知のポイント、あるいは

発見時の対応について確認し合うとともに、学校教

育課が主催する教職員資質向上研修会というのを毎

年行ってるわけですが、その中で、児童虐待と発達

障害の関係性について取り上げているところであり

ます。 

 また、各校で開催する虐待にかかるケース会議に

おいては、先ほど言いましたように社会福祉士やス

クールソーシャルワーカー、スクールカウンセラー

など、専門的な知識を持った方々からのアドバイス

を受けることは、教職員の実践的な対応力を向上さ

せる効果が認められているところであります。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） ただいまの研修につきまして

は、年に１回で全教師が対象としてされていること

なのでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 先ほど言いました教職員の

資質向上研修会ですけども、これ実は平成26年度か

ら開催をして、ことし５年目になります。とにかく

５カ年計画で同じ内容について全ての教員が受ける

というふうなことを行っております。夏休みに１日

半、丸１日半かけて研修会を積んでいるところであ

ります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） この児童の発達と障害に関し

てのことの内容で研修をされているということで、

この成果はどうでしょうか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） その成果はといいますと、

発達障害に関する教育というのは、僕は教育の原点

だと思うんです。その原点を先生方が学ぶことによ

って、普通教室の中でもその対応が生かされている

というふうなことで、大変効果があるというふうに

思っております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） もうずっと前からですけど、

浜松医大のほうで杉山登志郎先生がずっと児童の発

達障害の、４月１日から１週間、世界啓発デーとい

って、そういうので結構多くの人たちを呼び集めて、

駅前のプレスタワーで研修報告とかそういうのをや

ってくれてて、結構湖西の、知ってる人は来たりと

かしてるんです、幼稚園関係とかいろんなそういう

事業所で働いてる人たち。そういうようなほかにも
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いろんな研修とかそういう勉強会があると思うんで

すけど、先生たちの中ではそういうふうに自主的に

されて、勉強されてるというチームもあるんでしょ

うか。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） お答えします。 

 自主的にやってるチームということではないです

けども、いろいろな研修会の資料というのは学校教

育課のほうに届きますので、学校教育課を通して各

学校に配布します。先生方が、これいいなというふ

うに興味を持ったものについては、個人的に参加を

するというふうな形になっております。特に土日の

研修会が多いと思いますので、出張ということでな

くて個人的にというふうな形になっていると思いま

す。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） よくわかりました。先生たち

もかなりそういう関心をもって自主的にやっていた

だいてるということが理解できました。 

 では８番目に行きます。 

 虐待を受けた子供のケアについて、教育委員会と

しての対応を伺います。また、現在の対応状況にお

ける課題をお聞かせください。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） では、お答えします。 

 先ほどのものと多少ちょっと重なるところがござ

いますけども、虐待を受けた児童生徒について、家

庭児童相談室や西部児童相談所と情報共有を図り、

教育委員会として、事後の状況を把握するとともに、

その情報を該当の園あるいは学校にも提供して、見

守りを継続しているところであります。 

 状況に応じてスクールソーシャルワーカー、先ほ

ど申しましたけども、スクールソーシャルワーカー

や家庭児童相談員を招いてケース会議を行い、対応

について協議したり、精神的なダメージが心配され

る場合には、スクールカウンセラーによるカウンセ

リングを実施したりしているところであります。 

 現在、市内においては虐待認知後の早期対応によ

って、虐待を受けた児童が心的外傷ストレス障害、

ＰＴＳＤと呼んでますけども、などの重篤な症状が

あらわれているというケースはございません。児童

のケアは順調に進んでいるものというふうに認識を

しているところであります。 

 課題としましては、通報を契機に、通報された保

護者等が警戒をして、その後の状況が見えにくくな

る懸念が残ることでございます。しかし現時点では、

関係機関の見守りの徹底によりまして、各事案にお

いて順調に改善が図られているというふうに思って

おります。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） 初めにまずお聞きしたいのは、

虐待を受けた子供さんたちというその人数、ケアす

るというか、その人数を教えてください。 

○議長（二橋益良） 教育長。 

○教育長（渡辺宜宏） 昨年度は、虐待ということ

で通報した人数は11名です。 

○議長（二橋益良） 残時間が来ておりますので、

まとめてください。竹内祐子さん。 

○10番（竹内祐子） なかなか親のほうのガードが

かたいということで大変な思いをされていると思い

ます。 

 児童虐待が行われている要因について調査したと

ころ、やはり経済的困窮とか、ひとり親家庭とか、

虐待者の心身の状態の不安定とかということで、確

かにつらい部分があると思います。 

 私はやはり学校というところは虐待やいじめを受

けた子供たちが安心して相談できる、過ごせる場所

であってほしいと願っています。家庭児童相談所へ

の通報も、子供たちのやはり学校とか幼稚園とか保

育所というところの現場から届いた声がやはり先ほ

ども言われたように多くて、子供の声を一番キャッ

チしやすい場所だと思いますので、居場所のない子

供に寄り添えるような、そういう学校づくりをして

いっていただきたいなと思っています。 

 保護者に対しても適切な支援ができるように、家

庭教育支援チーム、先ほども言ったように、そうい

う中で問題解決をされていって、つらい思いをされ

る子供がいなくなるようにしていっていただきたい

なという思いです。 

 子供の環境、境遇というものは、どんなものであ
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ってもやはり私たち大人の手で守る責任があると思

いますので、児童虐待防止に関しましても、しっか

りとＰＴＡと話し合いをする場を設けていただいて、

やはりみんなでいい環境につくっていくように、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上で私の質問を

終わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、10番 竹内祐子さん

の一般質問を終わります。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 次に８番 吉田建二君の発言

を許します。８番 吉田建二君。 

  〔８番 吉田建二登壇〕 

○８番（吉田建二） ８番 吉田建二です。一般質

問をいたします。 

 主題は、広報・広聴の充実に向けてであります。 

 市総合計画では、湖西市の将来像を「市民が誇れ

る湖西市」と定め、この実現を行政と市民との市民

協働で創造していこうと目指しております。 

 その市民協働で取り組んでいくには、行政と市民

とがお互いに理解し合い、信頼し合って取り組んで

こそ実現されるものと思います。広報と広聴は行政

を推進していくときの潤滑油的な存在であると私は

認識しております。市民協働による行政を推進して

いくためには、広報と広聴の充実を図っていかなけ

ればならないと言えます。 

 そこで、広報と広聴の現状についての質問を通し

て、現状の課題を確認し、その解消を図ることによ

り広報と広聴の充実を図っていただくことを目的に

して質問をいたします。 

 最初の質問です。 

 私は、広報と広聴はセットで考えておりましたが、

ことしの４月から広報は観光交流課の所管となりま

した。今年度が始まるとき、市外への広報発信に力

を入れていくために、広報を観光課へ移していくと

説明を聞いたような気がいたしますが、所管を移さ

れた理由を改めてお伺いするとともに、この５カ月

間で成果があったとすれば、それはどのようなこと

だったのか、そこら辺についてあわせてお尋ねをい

たします。 

○議長（二橋益良） 答弁お願いします。市民経済

部長。登壇してお願いします。 

  〔市民経済部長 長田尚史登壇〕 

○市民経済部長（長田尚史） お答えします。 

 主に湖西市の知名度の向上を図ることから、市外

へ向けて湖西市をＰＲしていく観光事業と、シティ

プロモーション事業の情報発信の強化のため、広報

部門及び観光部門を統合して、観光交流課を所管と

するようにしたものでございます。 

 また、４月以降の事業の状況でありますが、一例

としまして、８月25日においでん祭を開催しました

が、その中でふるさと大使の委嘱式を行いました。

その前、事前に、フェイスブックとかツイッターを

用いて委嘱式の開催の案内を発信していたところ、

ふるさと大使の情報発信力がとても大きいことを感

じまして、おいでん祭の前後で湖西市ツイッターの

フォロワー数が46人も増加となりました。また、ツ

イートの閲覧数が７月には７万4,049件に対しまし

て、８月には19万4,482件と大幅な増加を示してお

りました。 

 また、そのおいでん祭の委嘱式当日には、お聞き

したところによると、福岡県とか愛媛県、また宮城

県など、遠方から多くの方がことしは見えたという

ことで、そういう大使の発信力というか、参加によ

り広く湖西市を知っていただくことができたことが

成果であったかなと考えておるところでございます。

以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君、いかがですか。 

○８番（吉田建二） 知名度をアップしていくため

に、観光課のほうに移されたというように今説明い

ただきました。そして、ふるさと大使も委嘱をし、

インターネット等のそういうようなアクセス数も非

常にふえてるということで成果があったと。大変喜

ばしいことだと思います。 

 特にふるさと大使については、すばらしい着想で

あったなとこのように思います。おいでん祭の委嘱

式も盛り上がり、その後も委嘱された方はどんな活

動をされているんですかとか、あるいはいつ公演が

あるんですかというようなことも話題性があって、

今後の活躍と盛り上がりに期待が持てると思います。 

 では２番目の質問、お願いいたします。 
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 広報する内容や広報の対象者、また広報の意義や

役割など、行政における現在の広報について、市は

どのように捉えているのか、お尋ねいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 行政における広報に

つきましては、行政の政策や各種情報など広く周知

して皆様の理解を得るとともに、さらに市民の皆様

に事業であるとかイベントへの参加、参画、また関

与等を促す非常に大切なツールであると考えている

ところです。 

 また、広報紙、ウエブページ、ソーシャルネット

ワークサービス、市長の定例記者会見、さまざまな

イベントでのＰＲなど、手段と対象者等をよく考慮

しながら広報活動をしていくよう対応しているとこ

ろでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 私は今、広報の内容とその広

報の対象者、それから広報の意義と役割ということ

をどう捉えているかということをお聞きしたわけで

すが、私の聞き漏らしがあればまた追加していただ

きたいと思いますが、政策のＰＲ、あるいは各種イ

ベント等の参加への呼びかけを市民に行っていきた

い。そしてそのツールは広報紙だとか市長の記者会

見、インターネット等々でやっていくということで

ありますけども、政策のＰＲ、それからイベント等

の参加、このことを市民にお知らせしていく目的は

一体何なんでしょうか。そういうようなところの意

義と役割について、いま一度説明をお願いいたしま

す。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 先ほども申しました

が、やはり広報と広聴というのが両輪だということ

で市のほうでも考えておりまして、やはり情報を皆

様に公開してお知らせすることで、また市民の皆さ

んの御意見を聞いて、それをまた政策に生かしてい

ったりとか、また広報の周知の仕方を工夫していっ

たりとか、やはりそういうローテーションですね、

ＰＤＣＡですか、そういうものを繰り返して、より

よい発展を図ろうというところが目的であるという

ふうに考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） それでは３番目の質問お願い

します。 

 広報の業務について、今後特に取り組んでいこう

としていることはどのようなことでしょうか。また、

改善したいとする課題があるとすれば、どのような

事項なのでしょうか。お尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 行政の広報につきま

しては、市の政策、事業について、常に新しい正確

な情報、また正確なものを発信していくことが重要

だと考えております。 

 そのことを前提に、今年度は「職住近接」をキー

ワードとした移住・定住などの施策ＰＲや、情報を

市外に向け、より広く発信するために、ウエブサイ

トのほか、先ほどのソーシャルネットワーキングサ

ービスなど各種メディアの活用を図りたいというふ

うに考えているところです。 

 また、直近の課題としましては、前の質疑にも出

ておりましたが、利用者から市のウエブサイトの情

報が取得しにくい、わかりにくいという意見がござ

いますので、今後改善していく予定で取り組んでい

るところでございます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 少し意見を申し上げたいと思

います。 

 課題について今述べられましたので、その課題の

解消に向けて取り組んでいただくことは期待をして

まいりたいと思います。 

 まず、広報の対象は湖西市民が主であると私は考

えます。市民に行政の内容についてよく理解してい

ただいて、行政と市民との信頼を高め、市民協働に

よるまちづくりにつなげていくことが広報の使命だ

と考えております。 

 自治体広報の研究会報告書を勉強させてもらいま

した。その中に「自治体広報の現状と問題点」との

タイトルで、課題が４項目記述されていました。参

考にしていただきたいので、要点をお話しいたしま

す。 

 １点目は、お知らせ型の広報から対話型の広報へ
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の転換であります。これまでの広報は、行政にかか

る情報を小まめに伝えていく、お知らせ型の広報で

あったと言われております。地方分権が進み、地方

自治体の個性を持った特色ある行政を展開していく

地方自治体新時代を迎えた現代においては、市民協

働による行政を目指して、対話型の広報への転換が

重要であると言われております。対話型の広報とは、

広報と広聴のサイクルを進める地域や住民のニーズ

を意識した広報ということであります。 

 ２点目は、職員の広報・広聴意識が欠けていると

の指摘であります。広報は広報担当が行うものとい

う職員の意識が強く、各所管課が広報を使って具体

的にどのように事業をＰＲして推進していくかを、

広報担当課とともに考え行動していく体制になって

いない。全庁的に広報に対する理解が不足しており、

広報・広聴意識が欠けていることが考えられるとい

うことでございます。 

 ３点目は、住民ニーズが把握できていないとの指

摘です。広報とは、住民と行政をつなぐものである

べきであるが、民意を反映したものになっていない。

住民からの意見などは担当課が処理しているだけの

ため、全庁的に情報の共有ができていない。そのた

め、住民の要望や意見が聞きっ放し、言わせっ放し

になることが多く、政策に反映していくようなマネ

ジメントがされていないということでございます。 

 ４点目は、住民の関心が得られていない。住民と

行政との間には、協働やパートナーシップで進めて

いくという関係はできているものの、現実は、政策

決定の過程において住民ニーズの把握や合意形成を

するための問題提起と情報開示が十分に行われてい

ないため、住民の多くはまちづくりや政策決定への

関心が薄く、また行政への参画意識も薄い状態とな

っているという、以上の４点が指摘されております。 

 この中でも１点目の課題、お知らせ型から対話型

への広報への転換については、早急に取り組んでい

ただきたいとこのように思います。まちづくりにつ

いて、市民に興味や関心を持っていただき、理解を

していただくための工夫と努力が必要です。お知ら

せする内容も市民生活に密接した関係のある各種の

情報などに加えて、市の政策や方針、また主要な建

設事業や目玉的な重要事業などについて、わかりや

すい表現と説明でお知らせしていく。政策広報にも

努めていくことが、市政に対して関心を高めていた

だくことにつながると思います。 

 また、プロセス広報も、関心や興味を持っていた

だくためには有効ということです。計画と事業の完

成をお知らせするだけではなく、構想の検討から計

画案の作成、事業の着手と進行状況、完成内容とそ

の後の予定など、事業の経過をお知らせしていくプ

ロセス広報は、市民とともに事業を進めていく市民

協働の精神に通じるところがあると考えます。 

 以上４点の課題を申し上げましたが、これに対す

る所感をお尋ねいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 市民の皆様に、政策

の周知や情報提供することが第一ということは、も

ちろん確実にしていきたいというふうに、正確なも

のを出していきたいというふうに考えます。 

 その中で御意見等があれば、広聴の部分は企画政

策のほうにも関連することですが、御意見があれば、

そういうものを共有していって政策に反映するとい

うものも体制的には必要なので、できるだけそうい

うものを情報共有をしていくという形で進めたいと

いうふうに考えてます。 

 また、先ほども申しましたように、政策過程の関

係で情報公開をということですが、各種の委員会や

審議会の情報等はできるだけ公開するようにという

ことでウエブサイトにも出しておりますが、やはり

先ほどの課題にもあったように、なかなか探しにく

い、見えにくいという部分がありますので、その辺

は庁内で再認識して、より見やすいように、より情

報が得やすいような形で工夫していきたいというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 先ほどの３番目の最初のとき

に、今後どんなことに取り組んでいこうとしていま

すかと聞いたその答弁の中で、いわゆる職住近接を

市外に向けて発信していく。ここを重点的にやって

いきたいということでありますけども、やはり先ほ

ど申し上げました広報の対象は、まず市民です。市
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民にまず理解をしていただいて、市民が、こんなに

いい湖西市なんだな、こんなにすばらしい湖西市に

ぜひ住み続けたいと、こういうように市民が市を信

頼し、そして市に対する愛着心をたくさん持てば、

６万人の市民が、もちろん幼児やなんかありますけ

ども、いわゆる市民全員が世間に、あるいは外へ出

て行ったときには、湖西ってこんなあれなんだよ、

こういうとこで私住んでるんだけどどう、知人とか

友人にお話ししていくと、じゃあ私湖西に住んでみ

ようかねということで、いわゆるこちらへの移住も

促進できるし、またいろいろな関係者も、湖西って

そんなとこなのということで、産業の面、いろんな

経済活動、そういうことにおいてもプラスに続いて

いく。いわゆる市民が広報マンとなり、あるいはい

ろいろ市民のいいところをどんどんアピールしてい

くセールスマンにも転換していくんではないかなと。

まず市民に湖西市を非常に理解していただいて、愛

してもらうと。こういうようなことをやっていくた

めに、この広報活動を位置づけていくというのが非

常に大事なんだ。それがどれだけ今湖西市のあれが

できているかということをチェックしていくという

のが、今の課題ではないかなと、こんなぐあいに思

います。先ほどの日本広報の研究会の報告書の中の

課題の提示もあったけども、これは本当になるほど

なと、ここは謙虚に受けとめなくてはいけないなと

こんなぐあいに私は感じました。 

 それから、ウエブサイトのあれが見にくいよと。

これは一つの手法のあれであって、これは物理的に

見やすいように変えていくとかありますけども、そ

れ以外にどうしたら市民の皆さんに行政を理解して

いただいて、市民の皆さんの声を吸い上げていくか。

こういう取り組みの姿勢を持つということが大事で

はないかなとこんなぐあいに考えてます。この点に

ついて、市長の見解をお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 きょうも出番がないかなと思っていたので、あり

がとうございます。 

 今議員おっしゃること、ほぼ全てごもっともだと

思いますし、広報にしても広聴にしても、市民の皆

様にやはり市が行政として行っていること、行って

いくこと、これを正確にかつ極力迅速にお伝えする

ということはもちろんですし、そこから御意見をい

ただいて、意見交換を重ねてよりよいものにしてい

くというのは、まさにあるべき姿だと思っておりま

すので。一つ、先ほどあった職住近接に関しまして

は、これは市外の方々が湖西市に移住していただく

のはもちろんですけれども、今ちょうど10月からは

まさに新婚さんのこさいへおいでんということで、

転入を図っていく。これはことしの２月ごろの予算

の発表の時点で申し上げたとおり、これはあくまで

も取っかかりでありまして、来年度の予算になろう

かと思いますけれども、今度は湖西市内の、例えば

湖西市内の会社や企業で働いてる方が結婚や出産に

よってお家を買ったり建てたりするときに、湖西市

外、例えば浜松とか豊橋ではなくて、湖西市内にお

家を建てていただけるような、今新しい政策を考え

ているところでありまして、そういったものも極力

迅速に、かつ正確に、市民の皆さんにお伝えをする

ことで、職住近接、この人口減少対策を図っていく

ということが重要だと思っておりますので、広報そ

して広聴、これは今議員おっしゃった市役所の職員

一人一人もそうですし、市民の方一人一人が湖西市

のことを理解いただいて、それで市外の方々にもお

伝えいただく。さらには市外から市内に人を呼び込

んでいただくということが重要であろうかと思って

おりますので、具体的方法は今部長からもあったと

おり、ウエブサイトを見やすくするだとか、広報紙

をよりよいものにしていくだとか、さまざまな方策

はあろうかと思いますけれども、そういったものを

一つ一つ丁寧にこなしていきながら、しっかりと市

民の皆様に情報をお伝えする、対話をしていく、意

見交換をしていく、そして市外にも発信をしていく

ということが重要かなというふうに思っております。

以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） ここで、率直というですか、

素朴な疑問を、私、住民の方から受けたものですか

らお尋ねしたいと思います。 

 市民の方から、病院は湖西市から多額のお金を繰
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り入れてもらっており、経営改善に向けて検討を進

めると聞いているが、どんなぐあいに進んでいるの

かよくわからないと。また、市民会館は市民会議で

検討していくと聞いているが、検討の内容や検討の

進みぐあいがわからないという声を聞きます。 

 これらに関する広報は、見えにくい状態になって

おります。どうしてでしょうか。その点についてお

尋ねいたします。 

○議長（二橋益良） 市長。 

○市長（影山剛士） お答え申し上げます。 

 済みません。見えにくいということであれば、そ

れはよりよくしていく努力を続けないといけないと

思いますけれども、それは例えば議事録の公開であ

ったりだとか、さまざまな媒体での広報こさいであ

ったりとか、丁寧に説明を発信をしていくというこ

とだと思いますけれども、ただなかなかそういうも

の、湖西病院にしても、新しい市民会館の複合施設

の市民会議にしても、途中段階でありますので、そ

れ一つ一つをどこまで出すべきかというのは、これ

もある意味逡巡するところでありますので、ただ、

そういうことをやっていて、今こういう議論が方向

性が進んで行きますよということは、わかりやすく

発信することは必要かなと思ってますので、そこは

謙虚に受けとめて、どのような発信、お知らせの仕

方がよいか、そしてその会議で、例えば市民会議で

決まったからこうだ、だけではなくて、さらに具体

的な建設だとか設計だとかに関しましては、例えば

市民会館の複合施設に関しましては、これからが詳

細な、市民会議の後が詳細な、利用される方々にと

っての重要な部分だと思いますので、そこは継続し

て意見を聞いていくことになろうかと思いますし、

今の時点でのプロセスでありますとか、その後のプ

ロセスに関しましても丁寧に行っていきたいという

ふうに考えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 病院の検討委員会や市民会館

の市民会議の概要、その議事録はホームページのほ

うに出ております。ただ見にくいということであり

ます。 

 ウエブサイトの改善をということで先ほど話があ

りましたもんですから、市のホームページの最初に

出てくる画面の新着情報のところに掲載したら、そ

して公表したら、非常に見やすく、そして市民に対

して早くわかりやすい情報伝達ができるようになる

と思いますけども、いかがでしょうか。これについ

てはすぐにでもできると思います。いかがでしょう

か。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 新着情報のほうは、

議員おっしゃいますように、すぐに載せることがで

きますので、そういう情報があれば、現在でも載せ

ていると思いますが、よりわかるような形で載せて

いきたいというふうに考えてます。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 今の検索のあれでいきますと、

例えば市民会議が開催いたしますという３月ごろの

時点の表示のあれを見て、そして１回目、２回目は

終わりました。詳細についてはこちらというところ

をクリックすると、初めていわゆる議事録だとか資

料の公開になって出てくるということで、非常に探

しにくいとこういうことでございますので、むしろ

新着情報のところにぴたっと出していただければ、

こんなことが資料で配られてるんだな、こうやって

議論されてるんだなということが市民の皆さんに御

理解いただけるとこのように思います。それが市政

に対する信頼につながってくるのではないかなと、

こんなふうに考えますので、ぜひお願いをいたしま

す。 

 次に４番目の質問、お願いします。 

 市民の意見や要望などを聞いていく行政における

広聴について、市はどのように捉えていますか。お

尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 

 行政におけます広聴の役割といたしましては、大

きく３つの要素があると考えております。 

 まず１つ目でございますが、要望・意見・提案と

いった市民の皆様の声を集め、聞き取ること。この

ための機会、場所を提供していくことであります。 

 ２つ目は、聞き取った市民の皆様の声を、正確に
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分析し、その求めるものを明らかにしていくことだ

と考えます。 

 ３つ目は、最終的にこれらの市民の皆様の声を、

必要性や緊急度、財源等を総合的に考慮し、どのよ

うに施策に反映していくかということだと考えます。 

 住みよい湖西市をつくるため、市民の皆様の意見

に丁寧に耳を傾け、市民の皆様の知識やアイデアを

積極的に活用するなど、市政への参画の機会を提供

することが大切だと考えております。以上でござい

ます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） ただいま答弁をいただきまし

た。広聴とは、こちらから積極的に意見を聞いてい

って、その情報収集し、それを分析して、いわゆる

情報の真意とか本音を把握する中で政策に反映して

いくんだと、こういうような、いわば完璧な答弁を

いただいて、これについて何も申し上げることはご

ざいません。 

 ただ、問題はこの次なんです。意見や情報を収集

して、それを分析して、真意や本音を把握して、政

策へ反映させていく。こういうような広聴にかかる

一連の業務は、当市においては問題なく実践されて

いるのでしょうか。自己採点をされるなら、今何点

ぐらいと認識されてるのでしょうか。また、当市に

おける広聴の業務評価はどのように捉えておられる

のか。その点についてお尋ねいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えします。 

 非常に難しい、何点か、判断されるかということ

でございますので、余りいい点数を言ってもという

こともございますし、最低ラインであります60点、

可となる60点ということでとりあえずお答えをさせ

ていただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 私は、60点ということならば、

よしとするか、どうするか。要は、満点でないんだ

というような自覚、そしてその満点を目指して頑張

っていかなければならないという、その意欲という

か意識が非常に大事だと思います。 

 不足しておれば、そこのところをどう穴埋めして

満点になるか、こういうような取り組みをぜひお願

いをしていきたいということでございます。 

 私がこの質問をする趣旨は、冒頭にも申し上げま

したように、この質問を通して課題をお互い認識し

て、その改善を図って、広報・広聴の充実を図って

いただきたいと、こういうことでございますので、

60点と採点されたならば、その残る40点を、ぜひ改

善に向けて取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは５番目の質問、お願いいたします。 

 広報・広聴で寄せられた市民からのさまざまな声

や情報の量はどのくらいあったのでしょうか。その

内容は問い合わせなのか、提案なのか、どのような

分野の事項なのか。また、寄せられた意見等はどの

ように整理して行政に反映されているのか。そのプ

ロセスを含めて概要をお尋ねいたします。 

 広聴のいろいろなルーツはたくさんあります。市

政モニター、ふれあいポスト、アイデアボックス、

それから各種のアンケート、市民意識調査、談話会、

市民会議、パブリックコメント、その他に分けて、

その概要を答弁いただければと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えさせていただきま

す。 

 市民の皆様からの声は、現在、市ウエブサイトに

おけますふれあいポスト、それから市内公共施設14

カ所に設置してありますアイデアボックスを中心に

御意見等をいただいております。 

 申しわけありません、この２つのことでお答えさ

せていただいてよろしいでしょうか。 

 平成29年度の意見等の実績は、ふれあいポストが

120件、アイデアボックスが53件、合計いたします

と173件ございました。 

 次にその内容でございますが、提案が53件、苦情

が32件、問い合わせが11件、通報が８件、そのほか

が69件となっております。 

 次にその分野でございますが、主なものといたし

まして、交通安全に関することが16件、教育に関す

ることが14件、公共施設に関することが14件、観光

に関することが11件、福祉に関することが６件、悪
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臭に関することが５件、病院に関することが５件、

あとそのほか102件となっております。 

 また、寄せられました御意見や御提案のうち、回

答や公開を希望されているものにつきましては、市

長から供覧を行った後、必要性・緊急度・財源等を

総合的に判断した上で、可能なものは即時対応させ

ていただいております。また中長期にわたって対応

が必要となるものにつきましては、施策・事業等へ

フィードバックすべく、各課で検討を行っておりま

す。また、対応内容は御本人に回答するとともに、

その結果をウエブサイトで公表させていただいてお

ります。 

 市民の声を聞き取る手段というものは数多くござ

いますが、いただいた御意見を無駄にすることのな

いよう、広聴担当部局だけではなく、全ての職員が

事業を実施する際、施策を考える際に、常に意識し

ていくようにしていきたいと考えております。以上

でございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） ふれあいポストとアイデアボ

ックス、合わせて170件余の意見をいただいてる。

概要についても今、おおよそのあれをお聞きいたし

ました。その他120件というそれが非常にアバウト

だなということで感じております。そこら辺の内容

について、もう少し、こんなことがあるよというこ

とがわかれば、教えていただきたいなと思います。

お願いします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 先ほど主なところという

ことで、交通安全に関すること以下のことを言わせ

ていただきましたけれども、あとそのほか、コーち

ゃんバスに関係することとか、消防団がやってる夜

警に関することとか、ごみステーションやごみの出

し方に関すること、それとかトラックや外国人がう

るさいというような、ちょっと苦情ですね。それか

ら野良猫や野良犬に関することですとか、あと防犯

灯の整備とか、防潮堤の整備に関すること、あと野

焼きに関する苦情ですとか、あとは要点が不明な、

ちょっと言葉悪いですけど、わけのわからないよう

な、そういった内容のものもありますので、そのほ

かのものがあとは多くございます。以上でございま

す。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） わかりました。 

 ふれあいポストとアイデアボックスについてはわ

かりましたけども、市政モニターとかアンケート、

意識調査等は、市政モニターは何人ぐらいのあれを

やって、ここしばらくはないとか、ここ一、二年程

度ぐらいですか、最近の状況のおおまかなその概要

の説明をお願いいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 申しわけございません。

ちょっと市政モニターについては今ちょっと資料を

持ち合わせてないもんですから、そのほか言われま

した懇談会とか、パブリックコメント等について述

べさせていただいてよろしいでしょうか。 

○議長（二橋益良） よろしいですか。 

○８番（吉田建二） はい。 

○企画部長（佐原秀直） まず懇談会や会議なんで

すけれども、これ全部平成29年度の実績でございま

す。平成29年度は、懇談会や会議を全部で26の会議

を行いまして、その会議へ出席された方が全体で、

延べになりますが、994人の方がございました。そ

のうち市民の方が628人ございまして、開催の回数

としては56回開催しております。 

 その中で伺いました意見の反映状況でございます

けれども、反映したものが６件、一部反映したもの

が14件、反映しなかったものが３件、意見のなかっ

たものが３件ということで伺っております。 

 パブリックコメントでございますけれども、全部

で11の案件につきましてパブリックコメントを実施

しておりまして、合計で37の意見が出ております。 

 その中で、意見の内容としましては、質問に関す

ることが17件、提案に関するものが15件、それから、

そのほかちょっと分類のできないものが２件という

ことで伺っておりまして、その御意見の反映状況で

ございますが、反映したものが３件、反映しなかっ

たものが２件、意見がなかったものが６件というこ

とでございます。 

 冒頭おっしゃいました市政モニターでございます
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が、今その制度はなくてやっておりません。以上で

ございます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 今、懇話会、市民会議、パブ

リックコメントについて、こんなぐあいですよとい

う概要を教えていただきました。 

 大事なことが抜けてます。懇話会は、こういうこ

ととこういうこととこういうことについて懇話会を

持ちました。そして市民会議はこういうようなテー

マで、こういう人たちをお願いをして、やりました。

そしてこういうぐあいのところを生かしていくよう

に今は取り上げておりますと、なぜそれが言えない

んですか。それが結局、市民との信頼を築いていく

ときの大きな弊害になってると私は思います。やは

り、行政を信頼してもらう。そして行政に協力して

もらう。そのときにはやはり、機密に関することは

これもう伏せなくてはいけないと思います。人事に

関することだとか、いろいろなそういうようなこと

があります。それはしっかりと秘密を守っていただ

いて、お知らせすることはどんどんお知らせしてく

ださい。それが結局行政に対する信頼感を高めてい

くことであり、これからの行政がうまく進んでいく

もとになると思います。 

 今いろいろお話聞いてると、予算も非常に厳しい、

これからは非常にそういう点で苦しい予算編成をし

ていかなくてはならないと。そういうときにやはり

市民のお互いの信頼が保てる。これが大事だと思い

ます。そのもとが広報であり広聴だってさっきおっ

しゃったじゃないですか。なぜここを私が質問をし

て、しかもこれ、通告してありますよ。こういうこ

とについて概要をプロセスも含めてお伺いしたいと。

こういうことはちょっとこういうところではお話で

きないけども、こういうことは話ができると。そこ

ら辺のところが私は非常に問題だと思います。いま

一度そこら辺について御答弁をお願いします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） 大変申しわけございませ

ん。先ほどは懇談会、会議等の名称を省かせて答弁

してしまいましたけれども、先ほども申し上げまし

たように、全部で26の懇談会会議をやっております。

それを26、もし言わせていただけるならばここで申

し上げたいと思いますけれども。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 大ざっぱにこうこうこうで、

５つ、６つ、代表的なものを言っていただければ。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） それでは代表的なものを

申し述べさせていただきます。 

 まず、湖西市の総合戦略事業の見直しを行うため

に、湖西市総合戦略有識者会議というものを行って

おります。次に健康づくりのことについて、御意見

を伺うために健康づくり推進協議会というものを行

っております。それとあわせまして、今度はその食

育版ということで、食育推進連絡会というものを行

っております。それから、病院のほうでは今後の見

直しの反映ということを目的といたしまして、今後

のことを考えるということで病院事業の説明会を行

いまして、それから改革プランの評価検討委員会も

あわせて行っております。それから、湖西市地域公

共交通会議ということで、さまざまな湖西市の地域

公共交通の今後の計画、実施状況について会議を行

っております。それから、外国人等とともに共生し

ていくということを目的に、湖西市の多文化共生社

会の推進協議会を行っております。それからこれは

２月でございますけれども、市長と語る会というこ

とで、各中学校区、５つの中学校区でございますけ

れども、市長が出向いていって、各地区の方々の意

見を伺っております。代表なところで以上でござい

ます。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） わかりました。 

 それでは今のに関連して、こういうような私のと

ころに市民の方から意見がありました。 

 アイデアボックスに病院や市民会館について意見

を投函したが、どのように扱われたのかわからない

と不安な声が聞かれました。 

 どのような状況でしょうか。支障のない範囲でお

答えいただければと思います。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 
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 アイデアボックスもそうですけれども、ふれあい

ポストとアイデアボックスを含めまして、取り扱い

の一応フローが定められております。まずは今年度

につきましては企画政策課が広聴担当課ということ

になっておりますので、企画政策課で受付をいたし

ます。受付したその内容につきまして、関係各課へ

送付いたします。その中身で、回答や公開が必要な

御意見に対しましては、市長や副市長から供覧を行

った上で担当課へ送付しております。 

 それで送付されたものを各担当課で受付をいたし

まして、当然、各担当課がそれを供覧いたします。

回答が必要なものにつきましては、各担当課のほう

で回答をつくりまして、それを決裁をとります。 

 おおむね、担当課で受付してから２週間以内とい

うことを目安に決裁をとりまして、回答をするとい

うことになっております。 

 その回答した内容につきましては、写しを担当課

であります企画政策課のほうにいただくというよう

な、そんな大ざっぱではありますけれども、そんな

流れで対応させていただいております。以上でござ

います。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） ただいま答弁いただきました。

取り扱いのフローが定められておって、企画政策課

のほうで受付をして、各課のほうに送付、その案件

によっては市長からの供覧をし、担当課で回答つく

って決裁し、回答を出す。こういうようなことで一

つ一つしっかりと行政は受けとめて、それの対応を

してるということで、また私は市民の方にお話をし

て、皆さんの意見はしっかり行政で受けとめている

よと、安心してくださいということを伝えておきた

いと思います。 

 次に、関連してお願いいたします。 

 広聴を充実し、その成果を高めていくためのポイ

ントが幾つか挙げられております。 

 １つ目は、日ごろから政策広報をしていかなけれ

ば広聴には結びつかないと、こういうことが言われ

ております。 

 ２つ目は、広聴活動をしていることを広報してい

く。皆さんから聞いた意見はこうやってあれします

よということを広報していく。 

 次は、広聴を行う機会を通して、市政への関心を

高めてもらう。さらに、広聴を行った結果をお知ら

せして、市民と行政がそれを共有すること。 

 以上のようなことが挙げられておりますが、特に

市民の意見や提案が施策に反映された、市の政策に

反映された事例などの広報は、市民協働への推進に

大きくつながっていくと思いますが、このことにつ

いての所見をお伺いいたします。 

○議長（二橋益良） 企画部長。 

○企画部長（佐原秀直） お答えいたします。 

 今議員おっしゃられた御意見につきまして、まさ

にそのとおりだと思いまして、先ほど私が100点満

点中60点ということでお答えさせていただきました

残りの40点というところが、今議員が気になされて

おっしゃられてることなのかなと思っておりますの

で、やはり、一つのことで言わせていただきますと、

この広聴にふれあいポストやアイデアボックスで御

意見をいただいたものが、今の段階ではどのように

処理されたかということがまだちゃんと把握できて

おりませんので、今後はそれをどのように処理され

たかということを把握して、まずは当面できるのは、

まず数の把握からかなとは思ってるんですけれども、

いずれはその中身につきましても、このように処理

をされましたよというようなことが、どこかでお知

らせできるようなことができればいいなということ

で考えております。以上でございます。 

○議長（二橋益良） 追加で。市長。 

○市長（影山剛士） 済みません。今部長のほうか

らあったとおり、どういった形でのフィードバック

というのはしっかりやっていきたいと思うんですけ

れども、僕のほうからは２つぐらい具体例を挙げた

ほうがいいかなと思うので。１個目は、さっきの部

長の回答の中にあったかもしれませんが、市民の皆

さんからアンケートをいただいて、その御意向に極

力、財源だとかさまざまな、時間だとかそういうの

を検討しながらという中で、ことしの10月からは高

校生まで医療費は無料化するということを、これは

子育て支援部局のほうで児童手当を受給されている

保護者の方々に意見を伺って、それで一番断トツで
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多かったのが医療費に対しての子育て支援の施策で

したので、そういったものを反映させるということ

にいたしましたし、今回、ちょうど今のこの時期で

すけれども、従来からこの湖西市、養豚業、豚の養

豚の業者さんが県内で一番多いんですけれども、な

かなか市街化区域もふえてきたということで、悪臭、

においが気になるという方が結構これも、さっきの

ふれあいポストとかさまざまなところで私も耳にし

たり、直接言われたりすることも多かった。今回、

それで副市長にお願いをして、県のほうにかけ合っ

ていただきまして、県に畜産部のほうで補正予算を

県のほうで数百万単位ですよね、言っていいんだっ

け、を補正予算で認めていただいて、畜産の悪臭対

策というものを県のほうからも湖西市をモデル事業

で今回初めて認めていただいて、やっていただくと

いうことで、今、県のほうで補正予算をつくってい

ただいてます。何で今さら悪臭なんですかというふ

うに県のほうから相当、副市長は言われたようです

けれども、頑張ってそういったところで、今回、プ

ライムアースＥＶエナジーさんが新しい工場を湖西

市につくるということと、さらにそれで働く場がふ

える、さらにそこでこの湖西市に住んでいただくた

めの条件整備ですということを御説明して、そうい

った臭気対策というものを県に認めていただきまし

たし、そういったさまざまなところでいただいたお

声を、具体的にはそういう場で反映をさせていると

いうことを御説明させていただいて、また今部長か

らあったとおり、そういったフィードバックという

のはこれからも御紹介をしていきたいというふうに

思っております。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） ただいま市長並びに部長のほ

うからフィードバックされていく、あるいは意見を

十分、聞かされたのを全体的に把握していくという

ようなことでお話しいただきました。ぜひよろしく

お願いいたします。 

 最後の質問、お願いいたします。 

 今後、市民協働によるまちづくりを効果的に推進

していくためには、広報と広聴を繰り返しながら進

めていく、広報と広聴のサイクルを高めていくこと

が重要であります。 

 この広報と広聴のサイクルを高めるためには、先

ほど述べた自治体広報の研究会報告書で指摘があっ

た、まず全職員が広報と広聴の意義を再確認しよう、

再認識しようという意識改革をすることです。また、

広報広聴の戦略を明確にして成果につなげるために、

広報と広聴のサイクルを円滑に展開していくシステ

ム、いわゆる仕組みを確立させることではないでし

ょうか。 

 その一部として、日本広報協会が示している書式

などを参考にして、広報計画シートや広報評価シー

トなどを導入することも有効と考えますが、いかが

でしょうか。お尋ねをいたします。 

○議長（二橋益良） 市民経済部長。 

○市民経済部長（長田尚史） 御指摘のとおりと考

えますので、ぜひまちづくりを市民の皆様と職員が

共有できるように、改めて職員のほうへも働きかけ

をするとともに、御紹介をいただきましたシートの

ほう、その辺もしっかり研究しながら、目的・対象

等、事業効果を高めるよう工夫してまいりたいと考

えております。以上です。 

○議長（二橋益良） 吉田建二君。 

○８番（吉田建二） 広報を推進していく。広聴を

推進する。そのために今もシートのほうを検討され

るということで答弁いただきました。ぜひお願いを

したいと思います。 

 広報と広聴のサイクルを高め、真の市民協働によ

る市民が誇れる湖西市の実現に向けて、さらに尽力

されるよう期待していることを申し上げまして、私

の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（二橋益良） 以上で、８番 吉田建二君の

一般質問を終わります。 

 これをもちまして、９月定例会に予定しておりま

した全ての一般質問を終了させていただきます。 

───────────────── 

○議長（二橋益良） 以上で、本日の日程は終了い

たしました。 

 本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでご

ざいました。 

午後２時14分 散会 
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───────────────── 


